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まえがき 51 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準52 
作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ53 
きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 5160-1:2018 は改54 
正され，この規格に置き換えられた。 55 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 56 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意57 
を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に58 
ついて，責任はもたない。 59 

JIS C 5160 規格群（電気及び電子機器用固定電気二重層コンデンサ）は，次に示す部で構成する。 60 

JIS C 5160-1 第 1 部：品目別通則 61 

JIS C 5160-2 第 2 部：品種別通則－パワー用電気二重層コンデンサ 62 

JIS C 5160-2-1 第 2-1 部：ブランク個別規格－パワー用電気二重層コンデンサ－評価水準 EZ 63 

 64 

 65 

 66 
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 (IEC 62391-1：2022) 69 

電気及び電子機器用固定電気二重層コンデンサ－ 70 

第 1 部：品目別通則 71 

 72 

Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic 73 

equipment-Part 1: Generic specification 74 

 75 
序文 76 

この規格は，2022 年に第 3 版として発行された IEC 62391-1 を基とし，技術的内容及び構成を変更する77 
ことなく作成した日本産業規格である。 78 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。また，この79 
規格と旧規格（JIS C 5160-1:2009 及び JIS C 5160-1:2018）との箇条などの対応関係の対照表を参考として80 
附属書 X に示す。 81 

1 適用範囲 82 

この規格は，電気及び電子機器用の主に直流用途の固定電気二重層コンデンサ（以下，コンデンサとい83 
う。）に適用する。 84 

この規格は，電子部品の品質評価又はその他の目的において，品種別通則，ブランク個別規格及び個別85 
規格で用いる標準用語，検査手順及び試験方法について規定する。 86 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 87 
IEC 62391-1:2022，Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic equipment-Part 88 

1: Generic specification（IDT） 89 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと90 
を示す。 91 

2 引用規格 92 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項93 
を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その94 
後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）95 
を適用する。 96 

JIS C 5005-2 品質評価システム－第 2 部：電子部品及び電子パッケージのための抜取検査方式の選97 
択及び活用（統計的工程品質限界の評価手順） 98 
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注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61193-2，Quality assessment systems－Part 2: Selection and 99 
use of sampling plans for inspection of electronic components and packages 100 

JIS C 60062 抵抗器及びコンデンサの表示記号 101 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60062，Marking codes for resistors and capacitors 102 

JIS C 60063 抵抗器及びコンデンサの標準数列 103 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60063，Preferred number series for resistors and capacitors 104 

JIS C 60068-1:2016 環境試験方法－電気・電子－第 1 部：通則及び指針 105 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-1:2013，Environmental testing－Part 1: General and 106 

guidance 107 

JIS C 60068-2-1:2010 環境試験方法－電気・電子－第 2-1 部：低温（耐寒性）試験方法（試験記号：108 
A） 109 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-1:2007，Environmental testing－Part 2-1: Tests－110 
Test A: Cold 111 

JIS C 60068-2-2:2010 環境試験方法－電気・電子－第 2-2 部：高温（耐熱性）試験方法（試験記号：112 
B） 113 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-2:2007，Environmental testing－Part 2-2: Tests－114 
Test B: Dry heat 115 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法－電気・電子－第 2-6 部：正弦波振動試験方法（試験記号：Fc） 116 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-6，Environmental testing－Part 2-6: Tests－Test 117 

Fc: Vibration (sinusoidal) 118 

JIS C 60068-2-14 環境試験方法－電気・電子－第 2-14 部：温度変化試験方法（試験記号：N） 119 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-14，Environmental testing－Part 2-14: Tests－Test 120 

N: Change of temperature 121 

JIS C 60068-2-20 環境試験方法－電気・電子－第 2-20 部：試験－試験 Ta 及び Tb－端子付部品のはん122 
だ付け性及びはんだ耐熱性試験方法 123 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-20，Environmental testing－Part 2-20: Tests－Test 124 
Ta and Tb: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads 125 

JIS C 60068-2-21 環境試験方法－電気・電子－第 2-21 部：試験－試験 U：端子強度試験及び部品本体126 
の耐久性試験方法 127 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-21，Environmental testing－Part 2-21: Tests－Test 128 
U: Robustness of terminations and integral mounting devices 129 

JIS C 60068-2-45:1995 環境試験方法－電気・電子－耐溶剤性（洗浄溶剤浸せき）試験方法 130 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-45:1980＋AMD1:1993，Basic environmental 131 

testing procedures－Part 2-45: Tests－Test XA and guidance: Immersion in cleaning solvents 132 

JIS C 60068-2-58 環境試験方法－電気・電子－第 2-58 部：表面実装部品（SMD）のはんだ付け性，133 
電極の耐はんだ食われ性及びはんだ耐熱性試験方法 134 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-58，Environmental testing－Part 2-58: Tests－Test 135 
Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of 136 
surface mounting devices (SMD) 137 

JIS C 60068-2-69 環境試験方法－電気・電子－第 2-69 部：試験－試験 Te/Tc：電子部品及びプリント138 
配線板のはんだ付け性試験方法（平衡法） 139 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-69，Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test 140 
Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force 141 
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measurement) method  142 

JIS C 60068-2-78 環境試験方法－電気・電子－第 2-78 部：高温高湿（定常）試験方法（試験記号：143 
Cab） 144 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-78，Environmental testing－Part 2-78: Tests－Test 145 
Cab: Damp heat, steady state 146 

JIS C 60695-11-5 耐火性試験－電気・電子－第 11-5 部：試験炎－ニードルフレーム（注射針バーナ）147 
試験方法－装置，試験炎確認試験装置の配置及び指針 148 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60695-11-5，Fire hazard testing－Part 11-5: Test flames－149 
Needle-flame test method－Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance 150 

IEC 60294，Measurement of the dimensions of a cylindrical component with axial terminations 151 

IEC 60717，Method for the determination of the space required by capacitors and resistors with unidirectional 152 
terminations 153 

3 用語及び定義 154 

この規格及びこの規格群で用いる主な用語及び定義は，次による。 155 

注記 1 用語及び定義は，対応英語のアルファベット順に記載している。また，この規格の中では用いら156 
れていないが，品種別通則，ブランク個別規格又は個別規格（以下，下位規格という。）で用いる157 
用語についても，下位規格間での用語の定義を統一するために，対応国際規格に従って，この箇158 
条で用語を定義している。 159 

3.1 160 

発炎性（active flammability） 161 

コンデンサの内部発熱によって燃焼する程度（自己発火） 162 

注釈 1  内部発熱には，例えば，不完全な内部接触によるスパークによることがある。 163 

3.2 164 

受動燃焼性カテゴリ（category of passive flammability） 165 

炎を規定時間当てた後の最大燃焼時間によって規定する受動燃焼性の分類 166 

注釈 1 この規格の旧規格である JIS C 5160-1:2018 において，この用語は“耐炎性のカテゴリ”と規定167 
されていた（3.23 参照）。 168 

3.3 169 

カテゴリ温度範囲（category temperature range） 170 

設計上，コンデンサを連続的に使用可能な周囲温度範囲 171 

注釈 1 温度範囲は，カテゴリ下限温度（3.13）とカテゴリ上限温度（3.40）とによって規定している。 172 
3.4 173 

カテゴリ電圧，UC（category voltage，UC） 174 

カテゴリ上限温度（3.40）で，コンデンサに連続して印加してもよい最高電圧 175 

3.5 176 

クラス（class） 177 

コンデンサの，用途による静電容量値及び内部抵抗値の区分 178 

3.6 179 

直流コンデンサ（DC capacitor） 180 
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本質的に直流電圧の用途に設計したコンデンサ 181 

注釈 1 直流コンデンサは，交流電圧への用途には適していない。 182 
3.7 183 

ファミリ（family） 184 

電子部品において，主に特徴的な物理特性を表し，及び／又は規定する明確な機能を満たす部品群 185 

3.8 186 

インセット限界値（inset limits） 187 

測定誤差によって，許容限界外のデバイスが受け入れられることがないことを確実にするために，測定188 

装置の指示に関する影響の量を考慮して，パラメータの規定限界に適用する厳重な許容限界値 189 

3.9 190 

絶縁形コンデンサ（insulated capacitor） 191 

全ての端子と外装との間に規定する電圧（定格電圧以上）が印加可能なコンデンサ 192 

3.10 193 

内部抵抗（internal resistance） 194 

コンデンサの静電容量値と抵抗値とを等価直列回路で表す場合の抵抗成分 195 

注釈 1 内部抵抗は，オーム（Ω）で表す。 196 

3.11 197 

IR ドロップ（IR Drop） 198 

コンデンサからの放電電流と内部抵抗との積によって放電当初に発生するコンデンサ端子間の電圧降下 199 

3.12 200 

漏れ電流（leakage current） 201 

規定する時間で充電後，コンデンサに流れる電流値 202 

注釈 1 漏れ電流は，アンペア（A）で表す。 203 

注釈 2 通常，時間とともに指数関数的に減少するコンデンサへの充電のための電流及びコンデンサ自204 
体の暗電流（本来の意味での漏れ電流）との和になる。 205 

3.13 206 

カテゴリ下限温度（lower category temperature） 207 

設計上，コンデンサを連続的に使用可能な最低周囲温度 208 

3.14 209 

電圧保持，自己放電（maintain voltage，self discharge） 210 

規定する時間で充電後，規定する時間無負荷で放置後にコンデンサの端子間に保持している電圧 211 

3.15 212 

質量（mass） 213 

コンデンサの全ての固形部分の量 214 

3.16 215 

最高保存温度（maximum storage temperature） 216 

コンデンサが無負荷状態で損傷しないで耐える最高周囲温度 217 

（出典：JIS C 5101-1:202x の 3.11） 218 

3.17 219 
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コンデンサの最高温度（maximum temperature of a capacitor） 220 

コンデンサ外部表面の最も熱い箇所の温度 221 

注釈 1 端子は，外部表面の一部になる。 222 

3.18 223 

測定装置（measuring equipment） 224 

測定を実施するために必要な装置の全て 225 

注釈 1 測定と関連して，測定器に記載するケーブル，コネクタ，ハンドラー，ハンドラーカード，又226 
はその他のジグのような項目を明確にする必要がある。 227 

3.19 228 

最低保存温度（minimum storage temperature） 229 

コンデンサが無負荷状態で損傷しないで耐える最低周囲温度 230 
（出典 JIS C 5101-1:202x の 3.13） 231 

3.20 232 

コンデンサの最低温度（minimum temperature of a capacitor） 233 

コンデンサ外部表面の最も冷たい箇所の温度 234 

注釈 1 端子は，外部表面の一部になる。 235 

3.21 236 

公称静電容量，CN（nominal capacitance，CN） 237 

通常，そのコンデンサについて示すときに指定する静電容量値 238 

3.22 239 

アウトセット限界値（outset limits） 240 

測定誤差によって，許容限界内のデバイスが除かれないことを確実にするために，測定装置の指示に関241 

する影響の量を考慮して，パラメータの規定限界に適用する緩い許容限界値 242 

3.23 243 

受動燃焼性（passive flammability） 244 

コンデンサに，外部の熱源を当てることによって引き起こされる燃えやすさの度合い 245 

注釈 1 受動燃焼性は，例えば，炎によって引き起こされる可能性がある。 246 

注釈 2 この規格の旧規格である JIS C 5160-1:2018 において，この用語は“耐炎性”の用語が用いられ247 
ていた。 248 

注釈 3 この用語及び定義の変更による受動燃焼性に関する試験手順及び最終検査，測定及び要求事項249 
の変更はない（10.1 参照）。 250 

3.24 251 

定格リプル電流（rated ripple current） 252 

コンデンサを規定温度で，連続的に印加が可能な規定周波数での最大許容交流電流の実効値 253 

3.25 254 

定格リプル電圧（rated ripple voltage） 255 

コンデンサを規定温度で，直流電圧に重畳して連続的に印加可能な規定周波数での最大許容交流電圧の256 

実効値 257 

注釈 1 コンデンサに印加される直流電圧と交流電圧のピーク値との和は，適用可能な定格電圧又は温258 
度軽減電圧を超えない。 259 
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3.26 260 

定格温度（rated temperature） 261 

定格電圧を印加して連続的に使用可能な最高周囲温度 262 

3.27 263 

定格電圧，UR（rated voltage，UR） 264 

カテゴリ下限温度（3.13）と定格温度（3.26）との間の任意の温度で，コンデンサに連続又は繰り返して265 

印加可能な直流電圧の最高電圧又はパルス電圧の最大ピーク電圧値 266 

3.28 267 

逆電圧（reverse voltage） 268 

極性とは逆方向にコンデンサの端子に印加する電圧 269 

3.29 270 

形状（style） 271 

一般に寸法的な要素に基づく品種（3.37）の細分類 272 

注釈 1 形状には一般に幾つかの異なる構造的な分類を含む場合がある。 273 
3.30 274 

サブファミリ（subfamily） 275 

電子部品において，ファミリ（3.7）の中で類似の技術的方法で製造する部品群 276 

3.31 277 

表面実装用コンデンサ（surface mount capacitor） 278 

小さな寸法で端子の種類又は形状が，ハイブリッド回路及びプリント配線板での使用に適した固定コンデ279 

ンサ 280 

3.32 281 

サージ電圧比（surge voltage ratio） 282 

カテゴリ温度範囲（3.3）の任意温度でコンデンサの端子間に，規定する時間に印加可能な最高瞬間電圧283 

を定格電圧（3.27）又は温度軽減電圧（3.34）のうちの適切な電圧で除した値 284 

注釈 1 この電圧を印加することが可能な 1 時間当たりの回数を個別規格に規定することが可能である。 285 

3.33 286 

静電容量の温度特性（temperature characteristic of capacitance） 287 

カテゴリ温度範囲（3.3）内の規定する温度範囲での静電容量値の可逆的変化の最大値 288 

注釈 1 この用語は，主に，静電容量の変化が，直線又は非直線にかかわらず，温度の関数として正確289 
及び精密に表すことが不可能なコンデンサに適用する。 290 

注釈 2 静電容量の温度特性は，一般的に，基準温度 20 ℃の静電容量に対する，ある温度における静電291 
容量値の変化を百分率（%）で表す。 292 

3.34 293 

温度軽減電圧（temperature derated voltage） 294 

定格温度（3.26）とカテゴリ上限温度（3.40）との間の任意の温度で，コンデンサに連続して印加可能な295 

最高電圧 296 

注釈 1 定格温度（3.26）とカテゴリ上限温度（3.40）との間の温度での，コンデンサの電圧／温度依存性297 

に関する情報は，個別規格に規定している。 298 

3.35 299 
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温度上昇（temperature rise） 300 

充電及び／又は放電の動作状態で，コンデンサの内部損失によって引き起こされる，周囲温度に対する301 

コンデンサの温度の上昇 302 

注釈 1 温度上昇は，周囲温度の影響を受ける。 303 

3.36 304 

時定数（time constant） 305 

内部抵抗値（回路抵抗を含む。）と静電容量値との積 306 

注釈 1 時定数は，通常，秒（s）で表す。 307 

3.37 308 

品種（type） 309 

品質認証試験又は品質確認検査で，同一グループ化が可能な類似の設計仕様及び類似の製造技術をもっ310 

ている部品群 311 

注釈 1 数種類の個別規格で規定する部品は，同じ品種のものとして取り扱ってもよい場合がある。 312 

3.38 313 

測定不確実性（uncertainty of measurement） 314 

規定する信頼限界の基に，記録した結果との関係で，測定の真値が存在すると期待する範囲の限界の記315 

載 316 

3.39 317 

非絶縁コンデンサ（uninsulated capacitor） 318 

全ての端子と外装との間に規定する電圧（定格電圧以上）の印加が不可能なコンデンサ 319 

3.40 320 

カテゴリ上限温度（upper category temperature） 321 

コンデンサが設計上連続的に使用可能な，自己発熱を含んだ最高周囲温度 322 

（出典： JIS E 5012-3:2015 の 3.17 の注釈を削除して修正した。） 323 

3.41 324 

外観損傷（visible damage） 325 

コンデンサの意図する使用目的を損なうような，外観検査中に確認された欠陥 326 

3.42 327 

体積（volume） 328 
端子を除く，コンデンサの本体 329 

4 一般事項 330 

4.1 単位及び記号 331 

単位，図記号，文字記号及び用語は，可能な限り，次の規格から引用することが望ましい。 332 

－ JIS C 0617（規格群） 333 

－ JIS Z 8000-1 334 

－ IEC 60027 シリーズ 335 

－ IEC 60050 シリーズ 336 
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これらの規格に規定がない用語が必要となった場合には，上記の規格の原則に従って用いることが望ま337 

しい。 338 

4.2 推奨値 339 

4.2.1 一般事項 340 

各品種別通則には，サブファミリに応じた推奨値を規定する。 341 

注記 コンデンサの種類による定格電圧の推奨値を規定することは不可能である。 342 

4.2.2 公称静電容量の推奨値 343 

公称静電容量の推奨値は，JIS C 60063 に規定する E 標準数列から選定する。 344 

4.2.3 クラス 345 

コンデンサのクラスは，静電容量の大小及び内部抵抗の高低によって区分する。詳細は，附属書 A によ346 

る。 347 

4.3 表示 348 

4.3.1 一般事項 349 

品種別通則には，コンデンサ本体及び／又は包装に表示する，識別事項及びその他の情報を規定する。 350 

小さいコンデンサの表示に対しては，優先順位を個別規格に規定する。 351 

4.3.2 記号化 352 

静電容量値，静電容量許容差又は製造日を記号で表す場合には，JIS C 60062 に規定する事項からその方353 

法を選定する。 354 

5 試験及び測定手順のための一般事項 355 

5.1 一般事項 356 

この規格の下位規格の品種別通則及び／又はブランク個別規格には，試験項目，試験及び副群試験の前357 
後に実施する測定，並びにそれらの順序を規定する。各試験は，記載する順で実施する。各試験における358 
初期測定及び最終測定の測定条件は，同じにする。 359 

品質評価制度における国内規格（national specification）が，品種別通則及びブランク個別規格と異なる試360 
験方法を含む場合には，それらの事項を全て規定する。 361 

注記 国内規格（national specification）とは，日本産業規格（JIS）などがこの国内規格に相当している。 362 

品種別通則及びブランク個別規格での規定値は，絶対値である。測定の不確かさを考慮した原則を附属363 
書 F に記載する。 364 

注記 下位規格に規定する最終測定を実施するという記載がある場合には，要求事項は，下位規格によ365 
ることを示している。 366 

5.2 試験及び測定の要求事項 367 

5.2.1 試験条件 368 
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この規格の下位規格に規定がない場合には，全ての試験は，次に示す JIS C 60068-1:2016 の 4.3 に規定す369 
る測定及び試験に用いる標準大気条件で実施する。 370 

－ 温度：15 ℃～35 ℃ 371 

－ 相対湿度：25 %～75 % 372 

－ 気圧：86 kPa～106 kPa 373 

5.2.2 測定条件 374 

この規格の下位規格に規定がない場合には，全ての測定は，次に示す JIS C 60068-1:2016 の 4.3 に規定す375 
る測定及び試験に用いる標準大気条件で実施する。 376 
－ 温度：20 ℃±2 ℃ 377 

全ての測定は，5.2.4 による熱平衡に達してから実施する。 378 

5.2.3 電圧処理 379 

定格電圧 UR まで直流電源で充電し，30 分間保持する。放電は適切な放電装置を用いて放電する。 380 

5.2.4 温度処理 381 

コンデンサは，5.2.2 に規定する温度で，コンデンサ全体がこの温度に達するのに必要な時間，保管しな382 
ければならない（附属書 C 参照）。 383 

5.3 乾燥 384 

個別規格に規定がない場合には，コンデンサを温度 55 ℃±2 ℃，相対湿度 20 %以下の空気循環式恒温385 
槽の中で 96 時間±4 時間放置する。 386 

その後，コンデンサは，活性アルミナ又はシリカゲルのような適切な乾燥剤を用いてデシケータの中で387 
冷却してもよい。また，恒温槽から取り出してから規定する試験が始まるまで，デシケータの中に保管す388 
る。 389 

5.4 保存 390 

5.4.1 高温保存 391 

5.4.1.1 初期測定 392 

個別規格に規定する初期測定を実施する。 393 

5.4.1.2 試験条件 394 

コンデンサは，次の厳しさで，JIS C 60068-2-2:2010 に規定する試験 Bb の試験を実施する。 395 

－ 温度：カテゴリ上限温度 396 

－ 期間：96 時間±4 時間 397 

コンデンサは，試験室温度からカテゴリ上限温度までの任意温度の恒温槽中に入れてもよい。 398 

5.4.1.3 最終測定 399 

16 時間以上の後処理後，個別規格に規定する最終測定を実施する。 400 
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5.4.2 低温保存 401 

5.4.2.1 初期測定 402 

個別規格に規定する初期測定を実施する。 403 

5.4.2.2 試験条件 404 

コンデンサは，JIS C 60068-2-1:2010 に規定する試験 Ab を実施する。コンデンサは，－40 ℃の温度に，405 
16 時間又は熱平衡に達した後から 4 時間のうちいずれか短い方の時間で保管する。 406 

コンデンサは，試験室温度から－40 ℃までの任意温度の恒温槽中に入れてもよい。 407 

5.4.2.3 最終測定 408 

16 時間以上の後処理後，個別規格に規定する最終測定を実施する。 409 

6 電気的試験及び測定 410 

6.1 静電容量及び内部抵抗測定法 1（定電流放電法） 411 

6.1.1 測定回路 412 

静電容量及び内部抵抗の測定は，定電流充放電で実施する。その測定基本回路を図 1 に示す。 413 

 

記号説明 
Icc ：定電流 
UCV ：定電圧 
A  ：直流電流計 

V  ：直流電圧記録計 
S  ：切替スイッチ 
Cx ：供試コンデンサ 
    ：定電流放電器 
a) ：定電流電源 
b) ：定電圧電源 

図 1－定電流放電法の測定基本回路 414 

電源 

cc 

CV 
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 415 

6.1.2 測定装置 416 

測定装置は，コンデンサの定電流充電，定電圧充電及び定電流放電が可能で，かつ，図 2 に示すように417 
コンデンサ端子間電圧を連続的に測定可能な装置とする。測定装置は，電流及び電圧を設定し測定可能な，418 
精度が±1 %以内の装置とする。 419 

電源装置は，充放電効率 95 %に相当する充電電流を供給し，定電圧充電時間が設定可能な装置とする。420 
定電流放電器は，表 1 又は表 2 にそれぞれに規定する定電流での放電が可能でなければならない。直流電421 
圧計は，電圧の測定分解能が 5 mV 以下で，かつ，サンプリング間隔が 100 ミリ秒間以下で測定及び記録422 
が可能な電圧計とする。 423 

 424 

 425 
記号説明 
UR  ： 
U1  ： 
U2  ： 
ΔU3 ： 
TCV ： 

 
定格電圧（V） 
算出開始電圧（V） 
算出終了電圧（V） 
電圧降下（V） 
定電圧充電時間（min） 

図 2－静電容量及び内部抵抗の測定におけるコンデンサ端子間電圧の時間特性 426 

 427 

6.1.3 測定手順 428 

6.1.3.1 一般事項 429 

測定は，コンデンサ端子間電圧の時間特性を分析して実施する。 430 

測定方法は，附属書 A に規定するクラスに応じて，6.1.3.2 又は 6.1.3.3 に従って実施し，その測定方法の431 
選択は個別規格の規定に従う。 432 

電圧処理は 5.2.3 に，温度処理は 5.2.4 に従い，個別規格に乾燥の規定がある場合には，測定前に 5.3 の433 
乾燥を実施してもよい。 434 

コンデンサ端子間電圧は，測定全体を通して，時間の関数としてその値を測定及び記録する。 435 

注記 公称内部抵抗が不明確な場合のコンデンサ測定電流の設定手順は，附属書 E に示している。 436 

Δ 
Δ 

時間（min） 
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6.1.3.2 測定法 1A（クラス 1，クラス 2，クラス 3 及びクラス 4） 437 

個別規格に規定がない場合には，測定条件は，表 1 による。充電電流（Icc）は，コンデンサの定格電圧438 
UR 及び公称内部抵抗 RN から算出した Icc（UR／38RN）に基づき，充電効率 95 %で充電可能な電流値とす439 
る。放電電流は，公称静電容量に応じて，静電容量及び内部抵抗の測定でそれぞれ設定する。 440 

測定は，次の手順で実施する。 441 

a) コンデンサは定電流で充電する。 442 

b) 電源の外部出力電圧が設定値に達したとき，定電圧を印加して充電する。 443 

c) 定電流放電器を用いて定電流放電する。 444 

d) 放電時のコンデンサの端子間電圧の U1 及び U2 をそれぞれ測定する（図 2 参照）。 445 

表 1－測定法 1A の測定条件 446 

測定条件 クラス（用途） 
クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 4 

 メモリバックアップ エネルギー貯蔵 パワー 瞬間パワー 
定電流充電 A 95 %充電効率 a) 
定電圧充電時間 min 30 
静電容量測定電流 b) mA 1×CN 0.4×CNUR 4×CNUR 40×CNUR 
内部抵抗測定電流 c) mA 10×CN 4×CNUR 40×CNUR 400×CNUR 
U1 定格電圧の 80 %の値（0.8×UR） 
U2 定格電圧の 40 %の値（0.4×UR） 
クラス 3 及びクラス 4 は，測定法 1B を用いてもよい。 
10 A 以下の放電電流値は，有効数字 1 桁とし，算出値の 2 桁目は，切り下げることが望ましい。 
10 A を超える放電電流値は，有効数字 2 桁とし，算出値の 3 桁目は，切り下げることが望ましい。 
注記 CN は，公称静電容量であってファラド（F）で表し，UR は，定格電圧であってボルト（V）で表し

ている。 
注 a) 充放電効率 95 %に対する一般的な考え方を，附属書 D に示す。 
注 b) ΔU3 が初期特性で充電電圧の 5 %（0.05×UR）を超える場合は，放電電流を 1/2，1/5 又は 1/10 の値

に減らしてもよい。 
注 c) ΔU3 が初期特性で充電電圧の 20 %（0.20×UR）を超える場合は，放電電流を 1/2，1/5 又は 1/10 の値

に減らしてもよい。 

 447 

6.1.3.3 測定法 1B（クラス 3，クラス 4 及びクラス 5） 448 

個別規格に規定がない場合には，測定条件は，表 2 による。充電電流（Icc）は，コンデンサの定格電圧449 
UR 及び公称内部抵抗 RN から算出した Icc（UR／38RN）に基づき，充電効率 95 %で充電可能な電流値とす450 
る。放電電流（Id）は，コンデンサの定格電圧 UR 及び公称内部抵抗 RN から算出した Id（UR／40RN）に基451 
づき，放電効率 95 %で放電可能な電流値とする。 452 

測定は，次の手順で実施する。 453 

a) コンデンサは定電流で充電する。 454 

b) 電源の外部出力電圧が設定値に達したとき，定電圧を印加して充電する。 455 

c) 定電流放電器を通して定電流放電する。 456 

d) 放電時のコンデンサの端子間電圧 U1 及び U2 をそれぞれ測定する（図 2 参照）。 457 
  458 
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表 2－測定法 1B の測定条件 459 

測定条件 クラス（用途） 
クラス 3 
パワー 

クラス 4 
瞬間パワー 

クラス 5 
ハイパワー 

定電流充電 A 95 %充電効率 a) 
定電圧充電時間 min 5 
定電流放電 A 95 %放電効率 a) 
U1 定格電圧の 80 %の値（0.8×UR） 
U2 定格電圧の 40 %の値（0.4×UR） 
クラス 3 及びクラス 4 は，測定法 1A を用いてもよい。 
10 A 以下の放電電流値は，有効数字 1 桁とし，算出値の 2 桁目は，切り下げることが望ましい。 
10 A を超える放電電流値は，有効数字 2 桁とし，算出値の 3 桁目は，切り下げることが望ましい。 
注 a) 充放電効率 95 %に対する一般的な考え方を，附属書 D に示す。 

 460 

6.1.4 静電容量の算出方法 461 

6.1.4.1 一般事項 462 

静電容量は，直線近似法又はエネルギー換算容量算出法を用いて算出する。 463 

6.1.4.2 直線近似法（測定法 1A） 464 

静電容量 C は，式(1)を用いて算出する。 465 

21

12cc )(
UU

ttIC



  ······································································ (1) 466 

ここで， C： 静電容量（F） 
 Icc： 放電電流（A） 
 U1： 測定開始電圧（V） 
 U2： 測定終了電圧（V） 
 t1： コンデンサの端子電圧が U1 になる放電開始からの時間

（s） 
 t2： コンデンサの端子電圧が U2 になる放電開始からの時間

（s） 

6.1.4.3 エネルギー換算容量算出法（測定法 1B） 467 

静電容量 C は，式(2)を用いて算出する。 468 

2
2

2
1

2
UU

WC


  ·········································································· (2) 469 

ここで， C： 静電容量（F） 
 W： 測定開始電圧 U1 から測定終了電圧 U2 までの電圧におい

て，設定したサンプリング間隔ごとの放電電力量（J）を積

算した総放電電力量（J） 
 U1： 測定開始電圧（V） 
 U2： 測定終了電圧（V） 
   

6.1.5 内部抵抗の算出方法 470 
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6.1.5.1 一般事項 471 

内部抵抗は，最小二乗内部抵抗算出方法又は交線内部抵抗算出方法を用いて算出する。 472 

6.1.5.2 交線内部抵抗算出方法（測定法 1A） 473 

内部抵抗 R は，式(3)を用いて算出する。 474 

d

3Δ
I
UR  ················································································· (3) 475 

ここで， R： 直流内部抵抗（Ω） 
 Id： 放電電流（A） 
 ΔU3： 電圧降下（V） 

注記 電圧記録計から得たコンデンサ端子電圧の時間変化の直線部に対して延長した補助線を引き，そ476 

の補助線と図 2 に示す放電開始時の時間軸との交点から求めた電圧降下分を読み取る。 477 

6.1.5.3 最小二乗内部抵抗算出方法（測定法 1B） 478 

内部抵抗 R は，式(4)を用いて算出する。 479 

d

3Δ
I
UR  ················································································· (4) 480 

ここで， R： 直流内部抵抗（Ω） 
 Id： 放電電流（A） 
 ΔU3： 電圧降下（V） 

算出開始電圧 U1 から算出終了電圧 U2 までの電圧降下特性を，最小二乗法を用いて直線近似して，この481 
直線の放電開始時刻における切片（電圧値）を算出し，この切片電圧値と定電圧充電記録値との電圧差（V）482 
が ΔU3 になる。 483 

6.1.6 個別規格に規定する事項 484 

個別規格に規定する事項は，次による。 485 

a) 方法の分類 486 

b) 定格電圧と異なる場合の印加電圧 487 

c) 30 分間と異なる場合の充電時間（表 1 参照）又は 5 分間（表 2 参照） 488 

d) 表 1 及び表 2 と異なる場合の放電電流値 489 

e) 表 1 及び表 2 と異なる時間での放電時の電圧の U1 及び U2 490 

6.2 静電容量及び内部抵抗測定法 2 491 

6.2.1 定抵抗充電法（静電容量算出） 492 

6.2.1.1 測定回路 493 

測定回路は，図 3 による。 494 

 495 
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図 3－定抵抗充電法の測定回路 496 

 497 

6.2.1.2 測定方法 498 

測定は，次による。 499 

a) 測定に先立って，コンデンサの端子間を 30 分間以上短絡して十分に放電する。 500 

b) R の値は，時定数 τ が 60 秒間～120 秒間となるように設定する。 501 

c) 直流電圧 UR を印加したときの時定数 τ を測定し，式(5)によって静電容量値を算出する。 502 

R
C 
 ····················································································· (5) 503 

ここで， C： 静電容量値（F） 
 τ： 0.632×UR までの充電時間（s） 
 R： 直流抵抗器の直列抵抗値（Ω） 

6.2.1.3 個別規格に規定する事項 504 

個別規格に規定する事項は，次による。 505 

a) 定格電圧と異なる場合の印加電圧 506 

b) 時定数 τ が 60 秒間～120 秒間と異なる場合の直流抵抗器の直列抵抗値 R 507 

6.2.2 交流（AC）抵抗法 508 

6.2.2.1 測定回路 509 

測定回路は，図 4 による。 510 

 511 

記号説明 

定電圧電源 

：直流抵抗器 

：スイッチ 

：直流電圧計 

：供試コンデンサ 

R 

R 
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図 4－交流（AC）抵抗法 512 

 513 

6.2.2.2 測定方法 514 

測定は，次による。 515 

a) 周波数は，1 kHz とする。 516 

b) 交流電流は，1 mA～10 mA とする。 517 

c) コンデンサの内部抵抗 Ra は，式(6)によって算出する。 518 

I
UR a  ··················································································· (6) 519 

ここで， Ra： 交流内部抵抗（Ω） 
 U： 交流電圧の実効値（V） 
 I： 交流電流の実効値（A） 

6.3 漏れ電流 520 

6.3.1 測定方法 521 

測定は図 5 に示す測定回路を用いて実施する。 522 

測定は，次による。 523 

a) 測定に先立って，コンデンサを十分に放電させる。放電時間は，1 時間～24 時間とし，個別規格に規524 
定する。 525 

b) 個別規格に規定がない場合には，漏れ電流は，規定する試験温度で，定格電圧 UR で測定する。最大 30526 
分間で，その印加電圧の 95 %に到達するよう充電する。直流電圧の印加時間は，0.5 時間，1 時間，2527 
時間，4 時間，8 時間，12 時間，24 時間又は 48 時間のうちからいずれかを選定し，個別規格に規定す528 
る（図 6 参照）。 529 

c) 漏れ電流は，規定する印加時間が経過した後，電流計の読取り値によって測定する。 530 

d) 安定した電源を用いる。 531 

e) 個別規格に規定がない場合には，1 000 Ω 以下の保護抵抗器を通してコンデンサに電圧を印加する。保532 
護抵抗器を用いる場合，漏れ電流を測定するコンデンサ両端の電圧は印加電圧の 95 ％以上でなけれ533 
ばならない。 534 

記号説明 

：発振器 

：交流電流計 

：交流電圧計 

：供試コンデンサ 



17 
C 5160-1：0000 (IEC 62391-1：2022) 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 535 

 

記号説明 
Rpr ：保護抵抗器 
S  ：切替スイッチ 

V  ：直流電圧記録計 
A ：直流電流計 
Cx ：供試コンデンサ  

図 5－漏れ電流測定の回路 536 

 537 
 

図 6－漏れ電流測定時の電流及び電圧変化 538 
539 
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V 

● 
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Cx 

Rpr 

+ Power 
supply 

● 
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A 

電源装置 

Rpr 

時間 
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6.3.2 個別規格に規定する事項 540 

個別規格に規定する事項は，次による。 541 

a) 基準温度 20 ℃及びその他に規定する温度での漏れ電流の規定値 542 

b) 必要がある場合の補正係数。ただし，試験に用いる標準大気条件の温度範囲内で，20 ℃と異なる温度543 
で測定する場合 544 

c) 電圧印加時間 545 

d) 1 000 Ω の保護抵抗器の値と異なる場合の抵抗値 546 

e) 放電時間 547 

6.4 電圧保持 548 

6.4.1 測定方法 549 

測定方法は，次による（図 7 参照）。 550 

a) 測定に先立って，コンデンサを十分に放電させる。放電時間は，1 時間～24 時間とし，個別規格に規551 
定する。 552 

b) コンデンサを充電保護抵抗器なしに，直接端子間に定格電圧 UR を印加して充電する。個別規格に規定553 
がない場合には，印加電圧の 95 %に到達する充電上昇時間（最大 30 分間）も含めて，充電時間は，8554 
時間とする。 555 

c) コンデンサの端子を電源から開放する。個別規格に規定がない場合には，コンデンサは標準状態で 16556 
時間，24 時間，48 時間又は 96 時間保管し，放置後のコンデンサの端子間電圧を測定する。 557 

d) 用いる直流電圧計は，その入力インピーダンスが 1 MΩ 以上とする。 558 

 559 

 

図 7－電圧保持試験のダイアグラム 560 

6.4.2 電圧保持率の算出方法 561 

電圧保持率 A は，式(7)を用いて算出する。 562 

100
R

end 
U
UA  ·········································································· (7) 563 

ここで， A： 電圧保持率（%） 
 Uend： 端子間を開放状態にして，16 時間，24 時間，48 時間又は

  16 h，24 h， 
  48 h 又は 96 h 
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96 時間のときの，コンデンサの端子間電圧（V） 
 UR： 定格電圧（V） 

6.4.3 個別規格に規定する事項 564 

個別規格に規定する事項は，次による。 565 

a) 放電時間 566 

b) 定格電圧と異なる場合の印加電圧 567 

c) 8 時間と異なる場合の充電時間 568 

d) 充電から測定までの開放後の放置時間 569 

7 機械的試験及び測定 570 

7.1 外観検査及び寸法検査 571 

7.1.1 外観検査 572 

状態，出来栄え及び仕上げ状態は，目視でコンデンサを検査したときに要求事項を満足しなければなら573 
ない。 574 

表示は，目視でコンデンサを検査したときに明瞭で，個別規格の要求事項を満足しなければならない（4.3575 
参照）。 576 

7.1.2 寸法（ゲージ法） 577 

個別規格に規定するコンデンサの寸法を適切なゲージ法を用いて検査したとき，規定値を満足しなけれ578 
ばならない。 579 

ゲージ法を適用する場合には，コンデンサの測定は，IEC 60294 又は IEC 60717 の規定によって実施す580 
る。 581 

7.1.3 寸法（詳細） 582 

個別規格に規定する全てのコンデンサの寸法を検査し，規定値を満足しなければならない。 583 

7.2 端子強度 584 

7.2.1 試験 Ua1－引張強さ 585 

コンデンサは，JIS C 60068-2-21 に規定する試験 Ua1（引張強さ）を適用する。 586 

引張力は，次による。 587 

－ リード端子以外の端子：20 N 588 

－ リード端子は，表 3 による。 589 

 590 
  591 



20 
C 5160-1：0000 (IEC 62391-1：2022) 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。  

表 3－引張力 592 

公称断面積 S a) 
mm2 

円形断面リード線の直

径 d 
mm 

引張力（±10 %の許容差） 
N 

S≦0.05 d≦0.25 1 
0.05＜S≦0.1 0.25＜d≦0.35 2.5 

0.1＜S≦0.2 0.35＜d≦0.5 5 
0.2＜S≦0.5 0.5＜d≦0.8 10 
0.5＜S≦1.2 0.8＜d≦1.25 20 
1.2＜S 1.25＜d 40 

注 a) 円形断面リード線，板又はピン端子の公称断面積は，個別規格に規定する公称

寸法から算出する値に等しい。より線の場合，公称断面積は，個別規格に規定

する個々の導体断面積を合計する。 
 593 

7.2.2 試験 Ub－曲げ強さ（半数の試料に適用） 594 

コンデンサは，JIS C 60068-2-21 に規定する試験 Ub（曲げ強さ）を適用する。 595 

方法 1 に従って  各方向に連続して端子を 2 回曲げる。この試験は，端子が強固であると個別規格 に規596 
定がある場合には適用しない。 597 

7.2.3 試験 Uc－ねじり強さ（残りの試料に適用） 598 

コンデンサは，JIS C 60068-2-21 に規定する試験 Uc（ねじり強さ）を適用する。 599 

方法 1 の厳しさ 2（180°の 2 回連続回転）を適用する。 600 

この試験は，端子が強固であると個別規格に規定がある場合及びプリント配線用に設計した同一方向の601 
端子（ラジアル端子）をもつコンデンサには適用しない。 602 

7.2.4 試験 Ud－トルク強さ（取付けジグ用内側溝付きスタッド端子又はねじ端子に適用） 603 

コンデンサは，JIS C 60068-2-21 に規定する試験 Ud（トルク強さ）を適用する。 604 

用いる厳しさの程度は，個別規格に規定する（表 4 参照）。 605 
 606 

表 4－トルク強さ 607 

公称ねじ径 
mm 

2.6 3 3.5 4 5 6 8 10 12 

トルク 
Nm 

厳しさ 1 0.4 0.5 0.8 1.2 2.0 2.5 5 7 12 
厳しさ 2 0.2 0.25 0.4 0.6 1.0 1.25 2.5 3.5 6 

608 
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7.2.5 外観検査 609 

各試験後に，コンデンサは，外観検査を実施し，外観の損傷があってはならない。 610 

7.3 振動 611 

7.3.1 初期測定 612 

個別規格に規定する初期測定を実施する。 613 

7.3.2 試験 614 

コンデンサは，個別規格に規定する取付方法及び厳しさを用いて，JIS C 60068-2-6 に規定する試験 Fc615 
（振動）を実施する。 616 

個別規格に規定がある場合には，振動試験の最後の 30 分間に，振動の各方向で，断続的接続，又はオー617 
プン若しくはショートの検査を電気的測定によって実施する。 618 

測定方法は，個別規格に規定する。 619 

測定時間は，振動を実施する周波数範囲の 1 掃引に要する時間とする。 620 

7.3.3 最終測定及び要求事項 621 

試験後，コンデンサは，外観検査を実施し，外観の損傷があってはならない。コンデンサを 7.3.2 に規定622 
する試験を実施する場合には，要求事項を，個別規格に規定する。 623 

その後，個別規格に規定する最終測定を実施する。 624 

8 環境及び耐候性試験 625 

8.1 温度急変 626 

8.1.1 初期測定 627 

個別規格に規定する初期測定を実施する。 628 

8.1.2 試験 629 

コンデンサは，個別規格に規定する厳しさを用いて，JIS C 60068-2-14 に規定する試験 Na（温度急変）630 
を実施する。 631 

8.1.3 最終検査，測定及び要求事項 632 

コンデンサは，外観検査を実施し，外観の損傷があってはならない。 633 

8.2 高温高湿（定常） 634 

8.2.1 初期測定 635 

個別規格に規定する初期測定を実施する。 636 
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8.2.2 試験 637 

コンデンサは，個別規格に規定する耐候性カテゴリの厳しさを用いて，JIS C 60068-2-78 に規定する試験638 
Cab［高温高湿（定常）］を実施する。 639 

8.2.3 最終測定 640 

個別規格に規定する最終測定を実施する。 641 

8.3 耐久性 642 

8.3.1 初期測定 643 

個別規格に規定する初期測定を実施する。 644 

8.3.2 試験 645 

8.3.2.1 一般事項 646 

試験は，次によるほか，JIS C 60068-2-2:2010 の試験 Bb（発熱がない供試品に対する緩やかな温度変化647 
を伴う高温試験）による。 648 

－ 試験試料は，室温から規定する温度までの間の任意の温度にした温度槽に入れてもよい。 649 

－ 試験中は規定する電圧をコンデンサに印加するが，規定する温度に到達する前には，電圧は印加しな650 
い。 651 

コンデンサは，互いに 5 mm 以上離した状態で，温度槽内に置く。 652 

8.3.2.2 試験条件 653 

試験条件は，次による。 654 

a) 印加電圧：定格電圧 655 

b) 試験温度：カテゴリ上限温度 656 

c) 試験期間：個別規格に規定がない場合，1 000 時間 657 

8.3.3 最終検査，測定及び要求事項 658 

規定する試験後，コンデンサは，試験のため標準大気条件で冷却してもよい。個別規格に規定がある場659 
合には，コンデンサを後処理する。 660 

コンデンサは，外観検査を実施し，外観の損傷があってはならない。 661 

個別規格に規定する最終測定を実施する。コンデンサは，試験中又は試験後に個別規格の要求事項を満662 
足しない場合には，故障しているとみなす。 663 

8.4 高温及び低温特性 664 

8.4.1 一般事項 665 

コンデンサは，次の詳細事項によるほか，高温試験（8.4.3）及び低温試験（8.4.4）の手順で実施する。 666 

8.4.2 試験手順 667 
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これらの試験の厳しさは，高温及び低温試験と同じとする。中間温度での試験は，個別規格に規定して668 
もよい。 669 

個別規格に規定する測定を実施する。 670 

8.4.3 高温 671 

コンデンサは，個別規格に規定するカテゴリ上限温度で，JIS C 60068-2-2:2010 に規定する試験 Bb によ672 
って熱平衡後 2 時間以上又は個別規格に規定する時間放置する（附属書 C 参照）。 673 

規定する高温に規定時間放置した後，個別規格に規定する測定を実施する。 674 

8.4.4 低温 675 

コンデンサは，個別規格に規定するカテゴリ下限温度で，JIS C 60068-2-1:2010 に規定する試験 Ab によ676 
って熱平衡後 2 時間以上又は個別規格に規定する時間放置する（附属書 C 参照）。 677 

規定する低温に規定時間放置した後，個別規格に規定する測定を実施する。 678 

8.4.5 最終測定及び要求事項 679 

コンデンサは，個別規格に規定する値を超えてはならない。 680 

9 部品実装に関する試験 681 

9.1 はんだ耐熱性 682 

9.1.1 前処理及び初期測定 683 

個別規格に規定がある場合には，コンデンサを 5.3 に規定する方法で乾燥させなければならない。 684 

コンデンサは，個別規格に規定する初期測定を実施する。 685 

9.1.2 試験 686 

個別規格に規定がない場合には，a)，b)及び c)の試験のうちの一つを適用する。 687 

試験条件は，個別規格に規定する。 688 

a) 次の b) 及び c) を除く全てのコンデンサ 689 

JIS C 60068-2-20 に規定する試験 Tb の方法 1（はんだ槽法）を適用する。 690 

b) 個別規格にプリント配線板用に設計していないが，はんだ付け接続を意図したと規定するコンデンサ 691 

1) JIS C 60068-2-20 に規定する試験 Tb の方法 1（はんだ槽法）を適用する。 692 

2) JIS C 60068-2-20 に規定する試験 Tb の方法 2（はんだこて法）を適用する。 693 

c) 表面実装用コンデンサ 694 

  JIS C 60068-2-58 に規定する方法 2（リフロー法）又は方法 1（はんだ槽法）を適用する。 695 

9.1.3 後処理 696 

個別規格に規定がない場合には，後処理時間は 2 時間以上とする（附属書 C 参照）。 697 
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9.1.4 最終検査，測定及び要求事項 698 

表面実装用コンデンサを除く，全てのコンデンサに，次の事項を適用する。 699 

－ 試験後，コンデンサは，外観検査を実施する。 700 

－ 外観の損傷がなく，表示は，明瞭でなければならない。 701 

－ その後，コンデンサは，個別規格に規定する測定を実施し，要求事項を満足しなければならない。 702 

表面実装用コンデンサは，外観検査及び測定を実施し，個別規格に規定する要求事項を満足しなければ703 
ならない。 704 

9.2 はんだ付け性 705 

9.2.1 一般事項 706 

この試験は，個別規格にはんだ付け用に設計していないと規定する端子には，適用しない。 707 

9.2.2 前処理 708 

前処理の適用の可否を個別規格に規定する。加速前処理が必要な場合には，JIS C 60068-2-20 に規定する709 
前処理手順の一つを適用する。 710 

個別規格に規定がない場合には，非活性フラックスを用いて試験を実施する。 711 

9.2.3 リード付きコンデンサ 712 

9.2.3.1 一般事項 713 

リード付きコンデンサは，個別規格に規定する方法 1（はんだ槽法）又は方法 2（はんだこて法）のいず714 
れかを用いて，JIS C 60068-2-20 に規定する試験 Ta（リード線及びラグ端子のはんだ付け性）を実施する。 715 

方法 1（はんだ槽法）を用いる場合には，9.2.3.2 及び 9.2.3.3 を適用する。 716 

9.2.3.2 試験条件 717 

個別規格に規定がない場合には，a)又は b) の試験のうちの一つを適用する。 718 

試験条件は，個別規格に規定する。 719 

a) b)を除くコンデンサ 720 

1) JIS C 60068-2-20 に規定する試験 Ta の方法 1（はんだ槽法）によるほか，次による。 721 

はんだ浸せき深さ（取付面又は部品本体から）は，厚さ 1.5 mm±0.5 mm の熱遮蔽板を用いて，2.0722 

5.0
0

－  mm の箇所まで浸せきする。 723 

2) JIS C 60068-2-20 に規定する試験 Ta の方法 2（はんだこて法）による。 724 

3) JIS C 60068-2-69 に規定するはんだ付け性試験方法による。 725 

注記 JIS C 60068-2-69 は，個別規格に規定がある場合又は受渡当事者間が合意する場合にだけ，適726 
用可能である。 727 

b) 個別規格にプリント配線板用に設計していないが，はんだ付け接続を意図することを規定するコンデ728 

ンサ 729 

1) JIS C 60068-2-20 に規定する試験 Ta の方法 1（はんだ槽法）の規定による。 730 
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はんだ浸せき深さ（取付面又は部品本体から）：3.5 5.0
0

－  mm 731 

2) JIS C 60068-2-20 に規定する試験 Ta の方法 2（はんだこて法）の規定による。 732 

9.2.3.3 最終検査，測定及び要求事項 733 

はんだが良好に付着していることを，端子部がはんだにぬれていることによって確認する。 734 

9.2.4 表面実装用コンデンサ 735 

9.2.4.1 一般事項 736 

表面実装用コンデンサは，JIS C 60068-2-58 の試験 Td［表面実装部品（SMD）のはんだ付け性，電極の737 
耐はんだ食われ性及びはんだ耐熱性］を適用する。個別規格には，はんだぬれ性，はんだはじき性又は金738 
属化部分の耐はんだ食われ性に適用する条件及び厳しさを規定する。 739 

個別規格には，はんだ付け性試験後に評価するコンデンサの領域も規定する。 740 

9.2.4.2 最終検査，測定及び要求事項 741 

表面実装用コンデンサは，個別規格に規定する要求事項を満足しなければならない。 742 

9.3 部品の耐溶剤性 743 

9.3.1 初期測定 744 

個別規格に規定する初期測定を実施する。 745 

9.3.2 試験 746 

コンデンサは，JIS C 60068-2-45:1995 に規定する試験 XA［耐溶剤性（洗浄溶剤浸せき）］を，a)～d）の747 
条件によって実施する。 748 
a) 用いる溶剤 ：2-プロパノール（JIS C 60068-2-45:1995 の 3.1.2 参照） 749 

b) 溶剤の温度 ：個別規格に規定がない場合，23 ℃±5 ℃ 750 

c) 供試条件 ：方法 2［ラビング（rubbing）しない。］  751 

d) 後処理時間 ：個別規格に規定がない場合，2 時間以上（附属書 C 参照） 752 

9.3.3 要求事項 753 

コンデンサは，個別規格に規定する最終測定を実施し，規定する要求事項を満足しなければならない。 754 

9.4 表示の耐溶剤性 755 

9.4.1 試験 756 

コンデンサは，JIS C 60068-2-45:1995 に規定する試験 XA を，a)～e）の条件によって実施する。 757 

a) 用いる溶剤 ：2-プロパノール（JIS C 60068-2-45:1995 の 3.1.2 参照） 758 

b) 溶剤の温度 ：23 ℃±5 ℃ 759 

c) 供試条件 ：方法 1［ラビング（rubbing）する。］ 760 

d) ラビングの材質：脱脂綿 761 
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e) 後処理時間 ：個別規格に規定がない場合には，適用しない。 762 

9.4.2 要求事項 763 

試験後，表示は判読可能とする。 764 

10 安全性試験 765 

10.1 受動燃焼性 766 

10.1.1 試験手順 767 

試験は，a)～c）の手順によって実施する。 768 

a) 試験は，JIS C 60695-11-5 に規定するニードルフレーム試験によって実施する。 769 

b) 供試コンデンサは，最も燃えやすい炎の位置に固定する（この位置が個別規格に規定していない場合770 

には，予備試験で評価して決定する。）。各試料は，炎を 1 回だけ近づける。 771 

c) 外形寸法が，最小，中間（外形寸法が 4 種類を超える場合）及び最大のコンデンサで試験を実施する。772 

各外形寸法のコンデンサの中で，最大静電容量の試料 3 個及び最小静電容量の試料 3 個の合計 6 個を773 

一つの外形寸法当たりの試料として試験する。 774 

炎にさら（曝）す接炎時間及び燃焼時間は，表 5 による。適用する場合には，個別規格に受動燃焼性カ775 
テゴリを規定する。 776 

10.1.2 要求事項 777 

全ての試料の燃焼時間は，表 5 に規定する時間以下とする。 778 

燃焼落下物又は赤熱落下物によって，薄葉紙（ティシュペーパー）は発火してはならない。 779 

表 5－厳しさ及び要求事項 780 

単位 sec 
受動燃焼性 
カテゴリ 

コンデンサの体積範囲 V に対する接炎時間の厳しさ a) 最大燃焼 
時間 V≦250 mm3 250 mm3＜V≦

500 mm3 
500 mm3＜V≦1 750 

mm3 
1 750 mm3＜V≦12 000 

mm3 
A 15 30 60 120  3 
B 10 20 30  60 10 
C  5 10 20  30 30 

注 a) 体積が，12 000 mm3 を超えるコンデンサは，JIS C 60695-2-11（試験温度 750°C）に従って試験が可能であ

る。自己消火性材料で，750°C のグローワイヤ燃焼性指数（GWFI ）が最小の場合，又は下位規格に規定が

ある場合にはコンデンサの燃焼性試験は必要ない。 

 781 

10.2 圧力弁（適用する場合） 782 

10.2.1 試験 783 

個別規格に規定がない場合には，試験は 10 mA／F 以上の定電流を流して過電圧をコンデンサに印加し784 
て実施する。 785 
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10.2.2 要求事項 786 

コンデンサは，圧力弁が破裂又は発火の危険な状態にならずに動作しなければならない。 787 

11 品質認証手順 788 

品質認証手順は，附属書 Q による。 789 

 790 

  791 
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附属書 A 792 

（規定） 793 

静電容量と内部抵抗とによる区分 794 

 795 

A.1 一般事項 796 

この附属書は，静電容量値及び内部抵抗値の用途によるクラス区分について規定する。 797 

 798 

A.2 静電容量と内部抵抗とによる区分 799 

定電流放電法による静電容量及び直流抵抗法による内部抵抗の測定は，この測定方法の特殊性及び統一800 
した測定条件とした場合には，製品の定格によっては膨大な測定時間が必要となる。そのため，効率化し801 
た測定条件を選択する必要がある。そこで，次の用途区分を考え，測定条件を五つのクラスに区分する（図802 
A.1 参照）。 803 

一方，静電容量と内部抵抗とは，同じ放電電流条件がよいのではとの提案もあったが，測定精度の面か804 
ら，五つのクラスごとに，静電容量と内部抵抗との放電電流条件を区分した。ただし，測定精度を得るこ805 
とが可能であるコンデンサの範囲内の静電容量と内部抵抗とは同じ測定条件を用いてもよい。 806 

a) クラス 1（メモリバックアップ用途） 807 

このクラスは，主に，RAM（Random Access Memory）のメモリバックアップ用途などに用い，放電808 
電流が nA～μA 単位の電流で用いる用途のコンデンサに適切である。この用途のコンデンサの特性は，809 
比較的静電容量が小さく内部抵抗が高い。 810 

b) クラス 2（エネルギー貯蔵用途） 811 

このクラスは，主に，長時間の動作を必要とし，放電電流も mA～A 単位の電流を必要とする，主に812 
エネルギー貯蔵用途のコンデンサに適切である。この用途のコンデンサの特性は，内部抵抗は考慮せ813 
ず静電容量が大きい。クラス 3 のパワー用途に比べて内部抵抗が高い。 814 

c) クラス 3（パワー用途） 815 

このクラスは，主に，モータ駆動などに用い，放電電流が mA～A 単位の電流でパワーを必要とす816 
る用途のコンデンサに適切である。この用途のコンデンサの特性は，比較的静電容量が大きく内部抵817 
抗が低い。 818 

d) クラス 4（瞬間パワー用途） 819 

このクラスは，動作時間が短くても瞬間的なパワー（比較的大きい電流）を必要とする用途に適切820 
である。この用途のコンデンサの特性は，静電容量が小さく内部抵抗が低い。 821 

e) クラス 5（ハイパワー用途） 822 

このクラスは，例えば，自動車及び鉄道のハイパワー（比較的大きい電流），かつ，激しい充放電を823 
必要とする用途に適切である。この用途のコンデンサの特性は，クラス 3 と比較して，静電容量が大824 
きく内部抵抗が低い。 825 

  826 
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図 A.1－各区分の特性による位置付け概念図 827 

 828 

個別規格に規定がない場合には，電気的性能の測定項目の選定は，その用途によって図 A.1 のクラス区829 

分に適合させ，表 A.1 に示すものから選定することが望ましい。 830 

表 A.1－クラスによる電気的性能及び測定法 831 

測定項目 項目 選定区分 
クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 4 クラス 5 

静電容量 定電流放電法 1A 6.1.4.2 A A A A C 
定電流放電法 1B 6.1.4.3 C C B B A 
定抵抗充電法 6.2.1 B B B B C 

内部抵抗 直流抵抗法 1A 6.1.5.2 C A A A C 
直流抵抗法 1B 6.1.5.3 C B B B A 
交流抵抗法 6.2.2 A B B B C 

漏れ電流 6.3 C C C C C 
電圧保持 6.4 A C C C C 
各測定方法は，次の選定区分によって用い，個別規格に規定する。 

A：標準法として用いる。 
B：簡便法として用いる。 
C：必要な場合に用いる。 

この静電容量の測定方法に対する他の方法は，附属書 B 参照。 

 832 

833 

クラス 4 
瞬間パワー 
用途 

クラス 3 
パワー用途 

 クラス 1 
メモリバック 
 アップ用途 

クラス 2 
エネルギー貯蔵用途 

低
  


 内
部
抵
抗

 
  
高

 

小    静電容量    大 

クラス 5 
ハイパワー用途 
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附属書 B 834 

（参考） 835 

低周波交流法による低抵抗コンデンサの静電容量測定方法 836 

 837 

B.1 一般事項 838 

この附属書は，低周波交流法による低抵抗コンデンサの静電容量測定方法を参考として記載するもので839 
あって，規定の一部ではない。この方法は，比較的内部抵抗が低いコンデンサに適切であり，測定時間を840 
短縮可能な簡便法として利用可能である。 841 

B.2 測定システム 842 

測定システムは，図 B.1 による低周波交流法による静電容量測定システムとする。 843 

静電容量を低周波で測定可能な場合は，別のシステムを用いてもよい。 844 

a) 規定する周波数の正弦波電圧を周波数特性分析器で発生させ，ポテンシオスタット（potentiostat：自動845 

的に電極電位を一定に保つための装置）を経由してコンデンサに電圧を印加する。 846 

b) コンデンサに流れる電流をポテンシオスタットで検出し，電圧値に変換して周波数分析器に戻す。 847 

c) 被測定物コンデンサの電圧と電流とからインピーダンス|Z|及び位相角φを求める。 848 
 849 

 

図 B.1－低周波交流法による静電容量測定システム 850 

 851 

B.3 静電容量の算出 852 

静電容量の算出は，次による。 853 

a) リアクタンス X は，式(B.1)によって算出する。 854 
sin ZX  ········································································· (B.1) 855 

ここで， X： リアクタンス（Ω） 
 |Z|： インピーダンス（Ω） 
 φ： 位相角 

b) 算出したリアクタンスを用い，コンデンサの静電容量 C は，式(B.2)によって算出する。 856 

C=
12𝜋𝑓𝑋  ······················································ (B.2) 

ここで， C： 静電容量（F） 
 π： 円周率 
 f： 測定周波数（Hz） 

 857 

B.4 測定条件 858 

測定条件は，次による。 859 

a) 測定周波数は，0.05 Hz，0.1 Hz，1 Hz，10 Hz 又は 100 Hz のうち，いずれかの周波数とする。 860 

周波数特性 
分析器 

コンデンサ ポテンシオ 
スタット 
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b) 測定電圧は，定格電圧の 3 %以下とする。 861 

c) バイアス電圧は，定格電圧の 50 %～95 %の電圧とする。 862 

なお，判定に疑義が生じない場合には，バイアス電圧は，省略してもよい。 863 

864 
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附属書 C 865 

（参考） 866 

コンデンサの熱平衡時間 867 

 868 

C.1 一般事項 869 

この附属書は，前処理の放置時間の目安となる熱平衡時間について，記載するものであって，規定の一870 
部ではない。 871 

C.2 コンデンサの熱平衡時間 872 

コンデンサの中心部温度と周囲温度との差が 1 ℃以内に達する熱平衡時間が，コンデンサの外形寸法に873 
依存することを予想し，コンデンサの中心部温度の推移を確認した。 874 

その結果，外形寸法では，円筒形の場合には直径，角形の場合には厚さ（一番薄い辺）に比例すること875 
が分かった。高温から常温に戻した場合のコンデンサの熱平衡時間を図 C.1 に，低温から常温に戻した場876 
合のコンデンサの熱平衡時間を図 C.2 に示す。この図中の点線の直線は，熱平衡までの最長時間を予想し877 
ている。この点線の直線で示した時間を前処理の放置時間として用いることが望ましい。 878 

また，実際に測定したコンデンサの中心部温度の推移例を，図 C.3 に示す。 879 

 880 

 

図 C.1－コンデンサが熱平衡に達する時間（85 ℃→25 ℃） 881 

 882 
  883 
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図 C.2－コンデンサが熱平衡に達する時間（－40 ℃→25 ℃） 884 

 885 

 886 
  

a)  85 ℃から 25 ℃に移したときの 
温度推移（85 ℃→25 ℃） 

b) －40 ℃から 25 ℃に移したときの 
温度推移（－40 ℃→25 ℃） 

図 C.3－時間に対するコンデンサの中心温度変化 887 

 888 

889 

コンデンサ 
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附属書 D 890 

（参考） 891 

充電効率及び放電効率並びに測定電流について 892 

 893 

D.1 一般事項 894 

この附属書は，6.1.3 に規定する充電効率及び放電効率並びに測定電流に関する一般的な考え方について，895 
記載するものであって，規定の一部ではない。 896 

D.2 充電効率及び放電効率並びに測定電流について 897 

D.2.1 完全な充電及び放電を想定した計算 898 

定電流 I，かつ，時間 t で，静電容量 C のコンデンサを充電又は放電を実施したときの電荷を Q，コンデ899 
ンサに蓄えられる電力量を W，コンデンサの内部抵抗 R で失われる電力量を L とした場合には，電荷 Q，900 
蓄電電力量 W 及び放電電力量 L は，それぞれ式(D.1)～式(D.3)による。 901 

tIQ   ·············································································· (D.1) 902 

C
QW
2

2

  ················································································ (D.2) 903 

t
RQRtIL

2
2   ····································································· (D.3) 904 

上記の式(D.2)及び式(D.3)によって，コンデンサの全静電容量を定電流充電又は定電流放電したときのエ905 
ネルギー効率を求めた場合には，充電時の効率 Pc 及び放電時の効率 Pd は，それぞれ式(D.4)及び式(D.5)に906 
よる。 907 

RCt
t

LW
WP

2c 



  ······························································ (D.4) 908 

t
RC

W
LWP 21d 


  ······························································ (D.5) 909 

コンデンサの発熱と測定に要する時間とを考慮して，95 %の効率で充電又は放電することをこの規格で910 
規定した。95 %の効率で充電可能な時間 t は，式(D.6)による。 911 

RCt 38  ································································· (D.6) 912 

また，コンデンサに蓄えられる電荷 Q は，静電容量 C と充電電圧 U との積であり，式(D.7)で定義可能913 
である。一方，式(D.1)，式(D.6)及び式(D.7)によって，95 %の効率で充電可能な電流 Ic は，式(D.8)による。 914 

CUQ   ················································································ (D.7) 915 

R
UI

38c   ·············································································· (D.8) 916 

同様に 95 %の効率で放電可能な時間 t は式(D.5)によって，式(D.9)となり，95 %の効率で放電可能な電流917 
Idは，式(D.10)による。 918 

RCt 40  ····································································· (D.9) 919 
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R
UI

40d   ············································································· (D.10) 920 

式(D.8)及び式(D.10)を，充電試験時又は放電試験時の電流値として提案する。また，充放電流の決定か921 
ら目的とする効率における最大出力が算出可能である。 922 

D.2.2 内部抵抗による不完全な充電及び放電を想定した計算 923 

D.2.2.1 定電流充電 924 

充電直前の時間 t0 = 0 において，コンデンサは U0 = 0 V で完全に放電する。この条件下では，純粋な静電925 
容量 C（接地電位 Ugnd = 0 V 基準）で静電的に蓄積されたエネルギーは，式(D.11)による。 926 

  0
2

2
00  UCW  (対応する充電量  Q0 = 0)      (D.11) 927 

電流 I で定電流充電すると，R で表す ESR によって発生する電力抵抗損は，式(D.12)による。 928 

RIP 2      (D.12) 929 

充電の場合，定電流電源の上限電圧は URに設定する。センシング端子に URを検出すると直ちに充電が930 
停止し，電流は 0 A に設定される。充電直後の時間 t1では，内部抵抗のためコンデンサは完全に充電され931 
ない。コンデンサ内部に蓄積された電荷は Q1である。これらの条件下で静電的に蓄積されたエネルギーは，932 
式(D.13)による。 933 

C
QIRUCW R 2

)(
2

2
12

1      (D.13) 934 

充電中に発生する，内部抵抗による抵抗損は，式(D.14)による。 935 

R
t

QR
t

QWl
1

2
1

2





     (D.14) 936 

純粋な静電容量，つまり蓄積されたエネルギーでのエネルギー差ΔWc=W1 - W0は，式(D.15)による。 937 

C
QUCWC 22

2
12

1      (D.15) 938 

電流電源からコンデンサに伝達する総エネルギーは，式(D.16)による。 939 

lCT WWW      (D.16) 940 

ΔWc とΔWT との比率から，充電効率は，式(D.17)による。 941 

1

1

1

t
CRWW

WP
lC

C
C







    (D.17) 942 

式(D.17)によって，充電時間の計算が可能となる。 943 
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RC
P

Pt
C

C




1
2

1      (D.18) 944 

dt I = C dU の場合，充電電流は，式(D.19)による。 945 

1t
IRUCI R       (D.19) 946 

式(D.18)を式(D.19)に代入すると，Pcの関数として充電電流 I を得る。 947 

)1
1
2(

1






C

C

R

P
PR

UI     (D.20) 948 

コンデンサを 95 ％のエネルギー効率で充電するために必要な電流，つまり Pc = 0.95 は，式(D.21)によ949 
る。 950 

39
1

R
UI R      (D.21) 951 

D.2.2.2  定電流放電 952 

放電直前の時間 t0 = 0 において，コンデンサは，U0 （=UR）の電圧を保持する。その状態において静電953 
容量 C のコンデンサに蓄積された電荷は，Q0である。この条件下では，純粋な静電容量（接地電位 Ugnd = 954 
0 V 基準）で静電的に蓄積されたエネルギーは，式(D.22)による。 955 

C
QUCW
22

2
02

00      (D.22) 956 

電流 I での定電流放電で，R で表す ESR によって発生する電力抵抗損は，式(D.23)による。 957 

RIP 2      (D.23) 958 

放電直後の時間 t1では，コンデンサは残留電圧 U1=IR を保持する。この条件下で純粋な静電容量で静電959 
的に蓄積されたエネルギーは，式(D.24)による。 960 

C
QUCW
22

2
12

11      (D.24) 961 

放電中に発生する，内部抵抗による抵抗損は，式(D.25)による。 962 

R
t
QWl
1

2
      (D.25) 963 

純粋な静電容量における放電によるエネルギー差は，式(D.26)による。 964 

)(
2
1 2

0
2

1 QQ
C

WC      (D.26) 965 

使用可能なエネルギーは，式(D.27)による。 966 
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lCU WWW      (D.27) 967 

コンデンサの，使用可能エネルギーと実エネルギーとの差の比率 P=Wu/Wc は，式(D.28)による。 968 

0

0

UIR
UIRP




      (D.28) 969 

式(D.28)から，放電電流は，式(D.29)で求められる。 970 

1
10





P
P

R
UI      (D.29) 971 

放電効率が 95 ％の場合，つまり P = 0.95 の場合，電流は，式(D.30)による。 972 

39
1

R
UI R      (D.30) 973 

974 
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附属書 E 975 

（参考） 976 

公称内部抵抗が不明確な場合のコンデンサ測定電流の設定手順 977 

 978 

E.1 一般事項 979 

この附属書は，6.1.3 で規定するコンデンサの測定電流の設定手順について，記載するものであって，規980 
定の一部ではない。 981 

E.2 コンデンサの測定電流の設定 982 

公称内部抵抗が不明確な場合における充電効率 95 %及び放電効率 95 %のコンデンサ測定電流の設定手983 
順は，次による。 984 

a) 予測した内部抵抗値を用いて，6.1.3 によってコンデンサ端子間電圧の時間特性を測定し，6.1.5 を用い985 

て内部抵抗を算出する。 986 

b) 内部抵抗が予測不可能な場合には，充電電流及び放電電流を 30 A に仮設定することが望ましい。 987 

c) a)によって算出した内部抵抗を用いて，6.1.3 によってコンデンサ端子間電圧の時間特性を測定し，6.1.5988 

を用いて内部抵抗を算出する。 989 

d) この操作を，内部抵抗値が前回の値との差が 10 %未満になるまで繰り返す。 990 

なお，ΔU3 が 0.1UR よりも大きくなった場合には，測定電流を適宜小さくして a)～c)の設定を実施し測定991 
する。また，算出内部抵抗値が負の値を示す場合には，測定電流を適宜大きくして a)～c)の設定を実施し992 
測定する。 993 

E.3 コンデンサの測定電流を求めるために行った実施例 994 

コンデンサの測定電流の設定例を，表 E.1 に示す。 995 

表 E.1 は，設定条件 1，設定条件 2，及び設定条件 3 の順に実施した。 996 

 997 

表 E.1－コンデンサの測定電流の設定例 998 

設定条件 設定に用いた 
内部抵抗値 

mΩ 

充電電流 
 

A 

放電電流 
 

A 

算出 
静電容量 

F 

算出内部 
抵抗値 

mΩ 
1 1.5 a) 47.4 45.0 1 297 4.6 
2 4.6 b) 15.4 14.7 1 351 5.0 
3 5.0 c) 14.2 13.5 1 351 5.0 

注 a) 予測した内部抵抗値。 
注 b) 設定条件 1 によって得た内部抵抗値。 
注 c) 設定条件 2 によって得た内部抵抗値。 

 999 

1000 
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附属書 F 1001 

（参考） 1002 

測定不確実性及びインセット限界値に関する方針 1003 

 1004 

F.1 目的 1005 

電子部品の仕様書には，部品の受入れを決定するパラメータ限界を規定している。これらの限界は，試1006 
験及び測定装置の不確かさ，試験方法，環境条件，並びに作業者による測定不確実性を考慮していない。 1007 

この附属書の目的は，統一的な実施を確実なものにするため，測定不確実性の算出及びインセット限界1008 

値設定に関する方針を規定している。アウトセット限界値を超える場合も含んでいる。 1009 

F.2 測定不確実性の算出 1010 

性能要求の測定不確実性の査定は，三つの段階に分解することが可能である。 1011 

a) 可能な誤差要因の識別。 1012 

b) 各要因の大きさに対する定量化。 1013 

c) 全測定不確実性の算出。 1014 

F.3 方針 1015 

F.3.1 仕様書に規定する品質認証，能力認証，技術認証，プロセス認証，スクリーニング，ロットごと及1016 

び定期試験に関係する各性能の要求値に対して，測定不確実性を算出する。 1017 

F.3.2 各測定不確実性の値を，F.3.1 で規定する該当仕様書の限界値のインセット限界値に，最低でもこ1018 

の値を，設定する。 1019 

F.3.3 このインセット限界値は，品質認証，能力認証，技術認証及びプロセス認証は F.4.2 に，製品監査1020 

試験は F.4.3 に従い適用する。 1021 

F.3.4 仕様書に規定する品質認証，能力認証，スクリーニング，ロットごと及び定期試験に適合性を示す1022 

ために集められた試験報告書及び試験記録には，各性能要求に対する不確実性の値を載せる。 1023 

F.4 インセット及びアウトセット限界値の算出 1024 

F.4.1 測定の基本原則として，許容値は，測定の不確かさを考慮して，許容限界規定値に関連するインセ1025 

ット限界値として定義することが望ましい。この原則によって，厳密な限界値内にあるマージン値も常に1026 

規格限界値内にあることが保証され，真に適合したデバイスだけが受け入れられる。 1027 

  監査又は証明の目的で，非許容値は，測定の不確かさを考慮して，許容限界規定値に関連するアウト1028 
セット限界値として定義することが望ましい。この原則によって，緩やかな限界値内にあるマージン値も1029 
規格限界値内であると測定され，真に不適合なデバイスだけが排除されることが保証される。 1030 
F.4.2 部品製造業者にとっては，パラメータ“x”を規格上限値，パラメータ“y”を規格下限値，さらに1031 

測定不確実性を“a”とすると，パラメータの“インセット限界値”は（x－a）及び（y＋a）となる。 1032 

F.4.3 製品監査試験にとっては，パラメータ“x”を規格上限値，パラメータ“y”を規格下限値，さらに1033 

測定不確実性を“b”とすると，パラメータの“アウトセット限界値”は（x＋b）及び（y－b）となる。 1034 

測定不確実性が小さい場合，“a”及び“b”の値は低くなり，製造業者及び製品監査試験のインセット／1035 
アウトセット限界値は近づき，規格限界値にも近づく。 1036 
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 1037 

F.5 例 1038 

F.5.1 一般事項 1039 

“インセット限界値”及び“アウトセット限界値”の設定の仕方 1040 

F.5.2 例 1：抵抗測定 1041 

抵抗値の規定値 100 Ω±10 %＝90 Ω～110 Ω 1042 

算出した測定不確実性 ±1.2 %＝±1.08 Ω 及び±1.32 Ω 1043 

インセット限界値 91.08 Ω～108.68 Ω 1044 

アウトセット限界値 88.92 Ω～111.32 Ω 1045 

F.5.3 例 2：抵抗測定 1046 

初期測定値 105.00 Ω 1047 

抵抗値の規定値 ＜0.5 %＝±0.53 Ω 1048 

算出した測定不確実性 ±0.1 %＝±0.10 Ω 及び±0.11 Ω 1049 

インセット限界値 104.57 Ω～105.42 Ω 1050 

アウトセット限界値 104.37 Ω～105.64 Ω 1051 

F.5.4 例 3：トランジスタ測定（利得） 1052 

規定値の限界 60≦h21E≦80 1053 

算出した測定不確実性 5 1054 

インセット限界値 65～75 1055 

アウトセット限界値 55～85 1056 

F.5.5 例 4：初期と最終測定結果との比較 1057 

初期測定値   102.05 μF 1058 

許容の規定値 変動@1% 1059 

算出した測定不確実性 0.1 % 1060 

インセット限界値 101.13 μF～102.97 μF 1061 

アウトセット限界値 100.93 μF～103.17 μF 1062 

 1063 

1064 
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附属書 Q 1065 

（規定） 1066 

品質評価手順 1067 

 1068 

Q.1 一般事項 1069 

Q.1.1 概要 1070 

この規格及び下位規格を，総合的な品質評価制度に用いる場合は，Q.5，Q.6 又は Q.14 の手順を適用す1071 
る。 1072 

これらの規格を品質認証以外の設計審査又は形式試験のような目的で用いる場合，Q.5.1 及び Q.5.3 b)の1073 
手順及び要求事項を用いてもよい。ただし，これらの試験の全て及び一部は，試験計画に示す順で実施す1074 
る。 1075 

この附属書の手順によってコンデンサの認証を認定機関から取得する前に，製造業者は，規定する品質1076 
評価制度（適用する場合）によって，製造業者による自己品質認証によって品質の確認を取らなければな1077 
らない。 1078 

コンデンサの品質評価の認証に利用可能な三つの方法は，次による。 1079 

a) 品質認証 1080 

b) 能力認証 1081 

c) 技術認証 1082 

コンデンサにサブファミリがある場合には，品質認証用及び能力認証用の品種別通則が個々に必要であ1083 
り，能力認証は，関連の品種別通則が制定している場合だけに利用可能である。 1084 

Q.1.2 品質認証の適用性 1085 

品質認証は，類似の設計及び製造工程で製造するコンデンサの標準範囲に対して適切であって，発行す1086 
る個別規格に従う。 1087 

適切な評価水準及び性能水準に応じた個別規格に規定する試験プログラムは，Q.5 及び関連する品種別1088 
通則の規定によって，認証するコンデンサ範囲に対して直接適用する。 1089 

Q.1.3 能力認証の適用性 1090 

Q.1.3.1 一般事項 1091 

能力認証は，共通の設計基準に基づくコンデンサを共通の製造工程群で製造する場合に適切である。特1092 
に，コンデンサを顧客からの指定の要求事項に基づいて製造する場合に適切である。 1093 

能力認証では，個別規格は Q.1.3.2，Q.1.3.3 及び Q.1.3.4 に記載する三つのカテゴリに分類される。 1094 

Q.1.3.2 工程の妥当性評価用素子を含む能力認証用部品（CQC） 1095 

個別規格は，CQC ごとに作成する。個別規格には，CQC の目的を明確にし，全ての関連試験の厳しさ1096 
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及び規定値を含めて規定する。 1097 

Q.1.3.3 標準カタログ部品 1098 

製造業者が能力認証手順に基づいて，コンデンサの認証を要求する場合は，ブランク個別規格に適合し1099 
た能力認証用の個別規格を作成する（適用する場合）。 1100 

Q.1.3.4 顧客指定部品 1101 

個別規格［顧客用個別仕様書（CDS）ともいう。］の内容は，規定する品質評価制度（適用する場合）に1102 
基づき，受渡当事者間の協定によって規定する。 1103 

これらの個別規格に関して，より詳細な情報は，関連する品種別通則に規定する。 1104 

顧客の承認は，妥当性を確認した設計基準，工程及び品質管理手順並びに工程の妥当性評価用素子を含1105 
む能力認証用部品の試験結果に基づき，製造設備を認可する。より詳細な情報に対しては，Q.6 及び関連1106 
する品種別通則による。 1107 

Q.1.4 技術認証の適用性 1108 

技術認証は，全ての技術プロセス（設計，工程の実現，製品製造，試験及び出荷）が技術によって決定1109 
する全ての部品に共通の資格側面を範囲としている場合に適切である。 1110 

Q.2 製造の初期工程 1111 

製造の初期工程は，品種別通則に規定する。 1112 

Q.3 請負契約 1113 

製造の初期工程及び／又はそれに続く工程の下請負契約を実施する場合は，規定する品質評価制度（適1114 
用する場合）による。 1115 

品種別通則は，下請負契約を制限してもよい。 1116 

品目別又は品種別仕様書には，次のいずれかを規定してもよい。 1117 

－ 技術的根拠に基づいて外注を禁じる。 1118 

－ 必要な場合，同一製造業者で実施すべき連続的工程などの特定の要求条件を含める。 1119 

－ 無条件に外注を認める。 1120 

Q.4 構造的に類似な部品 1121 

品質認証，能力認証又は技術認証の下で実施する品質認証試験又は品質確認試験に対する構造的に類似1122 
な部品の群分けは，関連する品種別通則に規定する。 1123 

Q.5 品質認証手順 1124 

Q.5.1 品質認証を取る資格 1125 

品質認証は，要求事項及びこの附属書の要求事項に従って認定された製造業者に与えてよい。これらの1126 
認定は並行に進めることが可能だが，認定機関による品質認証は製造業者による自己認定よりも先に取得1127 
することは不可能である。 1128 
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Q.5.2 品質認証の申請 1129 

製造業者は，規定する品質評価制度（適用する場合）に従う。 1130 

Q.5.3 品質認証用試験手順 1131 

次の二つの手順のうち，いずれかによる。 1132 

a) 製造業者は，定期検査用の 1 ロット及び可能なだけ短期間内に抜き取ったロットごとの検査用の 3 ロ1133 
ットを用いて，個別規格の要求事項に適合する試験証明書を作成する。製造工程での大きな変更は，1134 
検査ロットを抜き取っている期間には実施しない。 1135 

b) 試料は，JIS C 5005-2 に従って，そのロットから抜き取る。検査は，なみ検査を用いる。ただし，合格1136 
判定数がゼロ個となる抜取数の場合は，合格判定数が 1 個となるように試料数を増加する。 1137 

c) 製造業者は，品種別通則に規定する定数抜取試験計画によって，個別規格の要求事項に適合している1138 
ことを示す試験証明書を作成する。 1139 

d) 試料は，現在の製造中の生産品から無作為に抜き取って選定する。 1140 

e) 二つの手順の試料数及び合格判定数は，同一水準とする。その試験条件及び要求事項は，同じとする。 1141 

Q.5.4 品質認証の認可 1142 

品質認証は，規定する品質評価制度（適用する場合）による手順を完全に満足している場合には，認可1143 
する。 1144 

Q.5.5 品質認証の維持 1145 

品質認証は，品質確認検査（Q.5.6 参照）の要求事項を満足することを，定期的に実証することによって1146 
維持する。 1147 

Q.5.6 品質確認検査 1148 

品種別通則に関連するブランク個別規格は，品質確認検査のための試験計画を規定する。この試験計画1149 
は，ロットごとの検査及び定期的検査のための群分け，サンプリング及び周期もまた規定する。 1150 

群 C でゆるい検査への切替えルールの適用は，耐久性を除く全ての副群に認める。 1151 

抜取検査方式及び検査水準は，JIS C 5005-2 に規定するものから選定する。 1152 

要求がある場合には，二つ以上の試験計画を規定してもよい。 1153 

Q.6 能力認証手順 1154 

Q.6.1 一般事項 1155 

能力認証は，次の範囲とする。 1156 

－ 管理手順及び試験を含む完全な設計，材料準備及び製造技術 1157 

－ 工程及び生産に要求する性能限界，CQC 及び工程管理パラメータ（PCP）に対する規定値 1158 

－ 認証が保証する機械的構造の範囲 1159 

能力認証の一般的な概要は，図 Q.1 による  1160 
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 1161 

 

図 Q.1－能力認証の一般的な仕組み 1162 

 1163 

Q.6.2 能力認証を取る資格 1164 

製造業者は，規定する品質評価制度（適用する場合）の要求事項に従う。 1165 

Q.6.3 能力認証の申請 1166 

製造業者は，規定する品質評価制度（適用する場合）の要求事項及び関連する品種別通則の要求事項に1167 
従う。 1168 

Q.6.4 能力の規定 1169 

規定する品質評価制度（適用する場合）に関連する品種別通則の要求事項に基づき，能力手引の中に能1170 
力を規定する。能力手引は，少なくとも次の事項を含めるか又は引用する。 1171 

－ 関連する技術の一般的な紹介及び説明 1172 

－ 適切な場合には，設計基準の規定を含む顧客との連絡対応及び顧客が要求事項を作成する場合の協力1173 
についての側面 1174 

－ 用いる設計基準の詳細な規定 1175 

－ 個別規格に従い製造している関連のコンデンサ技術に関して設計基準を遵守していることを確認する1176 
手順 1177 

コンデンサの範囲 

PCP の選定 
（Q.6.10.3） 

CQC の選定 
（Q.6.5.1） 

管理計画の準備 
（Q.6.10.4） 

CQC 用個別規格の準備 
（Q.6.5.1） 

工程管理の開始 CQC 用試験計画の準備 
（Q.6.6） 

初期の能力認証 
（Q.6.10） 

工程管理 ロットごとの検査 

能力範囲の検証 
（Q.6.10.5） 
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－ 関連する購入仕様書及び受入検査規格で引用する全ての使用材料リスト 1178 

－ 品質管理ポイント及び許可された手直し経路を示し，全ての工程及び品質管理手順への引用を含む，1179 
全体が分かる工程フローチャート 1180 

－ 認証が関連する品種別通則の要求事項によって求めている工程の宣言 1181 

－ 認証が関連する品種別通則の要求事項によって求めている範囲の宣言 1182 

－ 宣言した能力範囲を特定の CQCの設計によって実証することを示す詳細な表によって補足する，各々1183 
に一般的な説明を付けた能力評価に用いる CQC のリスト 1184 

－ 各 CQC に対する個別規格 1185 

－ 各 PCP の一般的な説明を付けた工程管理に用いる PCP を含み，その PCP と完成部品の関連特性及び1186 
性能との関係とを示す詳細な管理計画書 1187 

－ 品質確認検査の抜取計画で構造的な類似性の適用に関するガイダンス 1188 

Q.6.5 能力の実証及び証明 1189 

Q.6.5.1 一般事項 1190 

製造業者は，規定する品質評価制度（適用する場合）に，次の詳細事項を規定する関連する品種別通則1191 
の要求事項に従ってその能力を実証し，証明する。 1192 

Q.6.5.2 能力を実証する CQC 1193 

製造業者は，能力手引に規定する能力範囲を実証するために必要な PCP 及び CQC の範囲の決定につい1194 
て同意する。 1195 

能力手引に従って設計，製造及び工程パラメータを管理した CQC の承認範囲を試験することで実証を1196 
行う。CQC は，次の要求事項に従う。 1197 

a) 用いる CQC の範囲は，宣言した能力の全ての限界を代表する。CQC は，相互に達成可能な限界の組1198 
合せを実証するよう選定する。 1199 

b) CQC は，次の一つとする。 1200 

－ 能力の範囲の組合せを実証するために特別に設計したコンデンサ 1201 

－ 一般的な生産に用いる設計のコンデンサ 1202 

－ a)の要求事項を満足することを条件に，これらの両方の組合せ 1203 

CQC を，能力認証のためだけに設計し，製造する場合には，製造業者は，出荷品に適用するように同じ1204 
設計規則，材料及び製造工程を用いる。 1205 

個別規格は，各 CQC に対して作成し，規定された表紙を使用する。個別規格は，CQC の目的を明確に1206 
し，全ての関連したストレス水準及び試験範囲を含める。工程の管理及び維持並びに能力の範囲を実証す1207 
るために，工程検査及び記録を規定する内部管理文書を引用してもよい。 1208 

Q.6.5.3 能力の範囲 1209 

能力の範囲は，関連の品種別通則に規定する。 1210 

Q.6.6 能力認証のプログラム 1211 
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規定する品質評価制度（適用する場合）に従って，製造業者は，宣言した能力の評価のためのプログラ1212 
ムを作成する。このプログラムは，宣言した各能力の範囲が適切な CQC によって検証するように設計す1213 
る。 1214 

そのプログラムは，次の事項を含む。 1215 

－ 認証試験に対して計画した日程表を示すバーチャート又はその他の手法 1216 

－ 適用する個別規格に引用する全ての CQC の詳細 1217 

－ 各 CQC によって実証する特性を示すチャート 1218 

－ 工程管理に対して用いる管理計画の引用 1219 

Q.6.7 能力認証試験報告書 1220 

規定する品質評価制度（適用する場合）に従って，能力認証試験報告書を発行する。この報告書は，能1221 
力認証試験報告書に規定する要求事項を満足し，次の要求事項を含む。 1222 

－ 能力手引の発行番号及び発行日 1223 

－ Q.6.6 による能力認証用プログラム 1224 

－ プログラムの実施中に得た全ての試験結果 1225 

－ 用いた試験方法 1226 

－ 不適合が発生した場合に取られた是正内容の報告書（Q.6.10.2 参照） 1227 

報告書は，得られた結果の正式文書として管理責任者（DMR）が署名し，能力認証の認可に責任がある，1228 
国内規則で指定した機関［国内監督検査機関（NSI）］に提出する。 1229 

Q.6.8 能力の概要 1230 

能力の概要は，能力認証を認可した後に品質認証電子部品一覧表（QPL）の中で公表することを意図す1231 
る。 1232 

概要は，“活動範囲”に認証の対象となる技術又はコンデンサの明確で一般的な説明と，認定した製造業1233 
者の能力，製造方法及び製品の範囲の明確で詳細な説明を含む。 1234 

Q.6.9 能力認証に影響を及ぼす変更 1235 

能力認証に影響を及ぼすいずれの変更も規定する品質評価制度（適用する場合）の要求事項を満足する。 1236 

Q.6.10 初期能力認証 1237 

Q.6.10.1 一般事項 1238 

この認証を認可する条件は，次による。 1239 

－ CQC の選定範囲は，不適合品がなく，また CQC の個別規格の評価要求事項を全体的に満足している。 1240 

－ 管理計画は，工程管理体系の中で十分に実施している。 1241 

Q.6.10.2 不適合になった場合の手順 1242 

不適合になった場合の手順は，規定する品質評価制度（適用する場合）によるほか，次による。 1243 

コンデンサが検査要求事項に不適合となった場合には，製造業者は，次の a)及び b)に規定する処置の一1244 
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つに従うことを表明する。 1245 

a) 製造業者が提案した能力の適用範囲を変更する。 1246 

b) 不適合の原因が，次のうちのいずれかを確定するために不適合品の調査を実施する。 1247 

－ 試験そのものの失敗（例えば，試験装置の故障，検査員のエラー） 1248 

－ 設計又は工程の不具合 1249 

不適合の原因が試験そのものの失敗として確定した場合は，見かけ上の不適合品又は新規のコンデンサ1250 
の適切ないずれかを，必要な是正処置を実施した後に試験プログラムに戻す。新しいコンデンサを用いる1251 
場合は，見かけ上で不適合となったコンデンサと同様に，試験プログラムの中の一連の全ての試験を実施1252 
する。 1253 

不適合の原因が設計又は工程の不具合として確定した場合には，試験プログラムは，不適合の原因を根1254 
絶して，文書化を含めて全ての是正処置を実施したことを実証する。これが成し遂げられた場合には，不1255 
適合が発生した一連の試験は，新しい CQC を用いて全て繰り返す。 1256 

処置が完了した後，製造業者は，報告書を送付し，能力認証の試験報告書（Q.6.7 参照）の中に是正内容1257 
の報告書のコピーを含める。 1258 

Q.6.10.3 PCP 及び CQC の選定の一般的な計画 1259 

各製造業者は，関連する品種別通則の例に基づいて，工程フローチャートを作成する。製造業者は，フ1260 
ローチャートに含む全ての工程段階に対応する工程管理項目を入れる。 1261 

管理項目は，関連する品種別通則で例示するように製造業者が指定する。 1262 

Q.6.10.4 工程管理試験計画 1263 

試験計画は，製造業者が用いる工程管理体系の一部を構成する。統計的工程管理（SPC）を用いる場合1264 
は，SPC の基本的な要求事項によって実施する。SPC 計画は，工程の重要管理項目での必須管理とする。 1265 

生産設備を用いる各工程段階では，製造業者は，定期的に工程パラメータを監視し，製造業者が設定す1266 
る管理範囲と対策範囲とを比較する。 1267 

Q.6.10.5 能力の範囲を実証するための CQC の試験計画 1268 

能力範囲を実証するための CQC の試験計画は，関連する品種別通則に規定する。 1269 

Q.6.11 能力認証の認可 1270 

能力認証は，規定する品質評価制度（適用する場合）による手順を十分に満足し，関連する品種別通則1271 
の要求事項を満足した場合には，認可する。 1272 

Q.6.12 能力認証の維持 1273 

能力認証は，規定する品質評価制度（適用する場合）の要求事項を満足し，関連する品種別通則の中に1274 
規定する維持予定表に従う能力手引で宣言した要求事項を満足することによって，維持する。 1275 

さらに，能力認証は，次の詳細を適用する。 1276 

a) 能力認証は，2 年間の再試験なしで有効である。 1277 



48 
C 5160-1：0000 (IEC 62391-1：2022) 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。  

b) CQC の再試験プログラムは，製造業者によって決定する。工程管理に対しては，製造業者は，管理体1278 
系を確立する。管理プログラムの例は，品種別通則中の規定に従ってもよい。能力の範囲を立証する1279 
ために，製造業者は，製造業者の能力認証に関連する Q.6.10.5 の全ての試験計画を少なくとも 2 年ご1280 
とに繰り返すことを確実にする。 1281 

c) 出荷のためのコンデンサの品質確認検査は，関連する能力認証の維持を立証するために用いてもよい。1282 
特に，製造業者が，同じ工程によって製造され，かつ，能力認証を保持する能力の範囲内にあるコン1283 
デンサの範囲の品質認証を保持する場合には，工程管理検査結果及び品質認証から発生する定期的な1284 
品質確認検査結果を，能力認証の維持を立証するために用いてもよい。 1285 

d) 製造業者は，CQC の範囲が出荷品の代表のままであること，さらに，関連する品種別通則の要求事項1286 
と一致していることを確実にする。 1287 

e) 製造業者は，次のように製造を維持する。 1288 

－ Q.6.9 の手順に従ってどんな追加又は削除を除き，能力手引で規定する工程は，変更しない。 1289 

－ 製造場所及び最終検査を実施する場所で変更しない。 1290 

－ 製造業者は，6 か月を超えて能力認証下の生産を中断しない。 1291 

f) 製造業者は，常に，立証した能力範囲及び規定期間での立証を待つ能力範囲が，証明可能なように能1292 
力プログラムの維持の経過を記録する。 1293 

Q.6.13 能力認証の拡張 1294 

製造業者は，拡張可能な範囲の種類に関連する Q.6.10.5 から試験計画を実施することによって製造業者1295 
の能力認証の範囲を拡大してもよい。能力認証の拡張が Q.6.10.5 に規定する能力範囲から異なる種類の範1296 
囲まで引用する場合には，製造業者は，用いるサンプリング及び試験を提案し，承認を得る。製造業者は，1297 
新しい能力範囲のために必要な全ての工程管理を確立する。 1298 

能力認証の拡張は，本来の認証と同じ方法で実施する。 1299 

Q.6.14 品質確認検査 1300 

品質確認検査の要求事項は，個別規格に規定して，規定する品質評価制度（適用する場合）に従って実1301 
施する。 1302 

Q.7 手直し及び修理 1303 

Q.7.1 手直し 1304 

関連する品種別通則によって禁止する場合には，規定する品質評価制度（適用する場合）に規定する手1305 
直しは，実施しない。特定の部品について，手直しの回数を制限する場合には，そのことを関連する品種1306 
別通則に規定する。 1307 

全ての手直しは，個別規格の要求事項によって検査する検査ロットを構成する前に実施する。 1308 

手直し手順は，製造業者が作成する関連文書の中に全て規定する。また，DMR の直接管理の下に実施す1309 
る。手直しは，下請負契約してはならない。 1310 

Q.7.2 修理 1311 

規定する品質評価制度（適用する場合）に規定する修理をしたコンデンサは，出荷しない。 1312 
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Q.8 出荷 1313 

Q.8.1 一般事項 1314 

個別規格に規定する品質確認検査を実施した後，コンデンサは，Q.5.6 に規定する品質評価制度（適用す1315 
る場合）に従って，出荷する。 1316 

Q.8.2 品質認証中での群 B 検査完了前の出荷 1317 

全ての群 B 検査について，JIS C 5005-2 のゆるい検査への移行の条件を満足する場合には，製造業者は，1318 
群 B 検査の完了前にコンデンサを出荷可能である。 1319 

Q.9 出荷ロット成績証明書 1320 

購入者から出荷ロット成績証明書の要求がある場合には，出荷ロット成績証明書の内容を個別規格に規1321 
定する。 1322 

注記 能力認証では，出荷ロット成績証明書は，CQC で実施する試験だけを引用している。 1323 

Q.10 長期保管後の出荷 1324 

ロットの出荷に続いて，2 年（品種別通則に保管期間の規定がない場合）を超えて長期保管したコンデ1325 
ンサは，出荷前に，個別規格に規定するはんだ付け性及び電気的特性について再検査する。 1326 

製造業者の DMR が用いる再検査手順は，承認する。 1327 

ロットの再検査が満足する結果になると，規定する期間，その品質を再保証する。 1328 

Q.11 代替試験方法 1329 

代替試験方法は，規定する品質評価制度（適用する場合）によるほか，次による。 1330 

判定及び基準について疑義がある場合には，規定する方法だけを用いる。 1331 

Q.12 IECQ の認証機関（CB）の対象地域外での製造 1332 

規定する品質評価制度（適用する場合）の要求事項による。  1333 

Q.13 規定していないパラメータ 1334 

個別規格に規定があって，試験の対象になった部品のパラメータだけが，規定範囲内にあるとみなす。1335 
規定していないパラメータは全て，ある部品から別の部品まで不変のままとみなすことは不可能である。1336 
どんな理由があっても，一つ以上の追加パラメータを管理する必要がある場合には，新規で，より広範囲1337 
にわたる規格を用いる。 1338 

追加の試験方法は，十分に記載し，適切な規定値，抜取検査方式及び検査水準を規定する。 1339 

Q.14 技術認証手順 1340 

Q.14.1 一般事項 1341 

部品の技術認証は，全ての技術プロセスを対象とする。既存の品質認証及び能力認証の概念に次の原則1342 
を付加し，技術認証の必須要件として拡張している。 1343 
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a) 工程内管理方法の使用。例えば，SPC 1344 

b) 継続的な品質改善の戦略。 1345 

c) 総合的な技術及び作業の監視。 1346 

d) 品質管理システム及び市場要求に適合する実施面での柔軟性。 1347 

e) 迅速な認証又は認証の拡張を可能とするための製造業者の作業文書の承認。 1348 

Q.14.2 技術認証を取る資格 1349 

製造業者は，規定する品質評価制度（適用する場合）に従う。 1350 

Q.14.3 技術認証の申請 1351 

製造業者は，規定する品質評価制度（適用する場合）に従う。 1352 

Q.14.4 技術認証の記載 1353 

技術は，規定する品質評価制度（適用する場合）に従って技術認証申告書（TADD）及び技術認証計画1354 
（TAS）に記載する。 1355 

Q.14.5 技術の実証及び証明 1356 

製造業者は，規定する品質評価制度（適用する場合）に従って技術の実証及び証明をする。 1357 

Q.14.6 技術認証の認可 1358 

技術認証は，規定する品質評価制度（適用する場合）による手順が完全に満足する場合には，認可する。 1359 

Q.14.7 技術認証の維持 1360 

技術認証は，規定する品質評価制度（適用する場合）の要求事項を満足することによって維持する。 1361 

Q.14.8 品質確認検査 1362 

品質確認検査及び要求事項は，関連する個別規格及び技術認証計画に従って実施する。 1363 

Q.14.9 故障率水準の決定 1364 

故障率水準の決定及び認可は，関連する規格に規定する。 1365 

Q.14.10 出荷品質水準 1366 

出荷品質水準の定義は，受渡当事者間の協定による。 1367 

1368 
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附属書 X 1369 

（参考） 1370 

この規格と旧規格［JIS C 5160-1:2009（第 1 版）及び JIS C 5160-1:20181371 

（第 2 版）］との対照表 1372 

 1373 

この附属書は，この規格（第 3 版）と旧規格（第 1 版及び第 2 版）との箇条構成の対照表であって，規1374 

定の一部ではない。 1375 

この規格の改正で箇条構成が新しくなった。この規格と旧規格［JIS C 5160-1:2009（第 1 版）及び JIS C 5160-1376 
1:2018（第 2 版）］との箇条番号及び細分箇条番号の対照表を表 X.1 に示す。 1377 

表 X.1－箇条番号及び細分箇条番号の対照表 1378 

箇条番号又は細分箇条番号 注記（202x 版に対す

る記載） この規格 
［JIS C 5160-1:202x（第 3 版）］ 

旧規格［JIS C 5160-
1:2018（第 2 版）］ 

旧規格［JIS C 5160-
1:2009（第 1 版）］ 

1（適用範囲） 1 1.1 変更なし 
2（引用規格） 2 1.2 
3（用語及び定義） 3 2.2 
4（一般事項） 4 - 
4.1（単位及び記号） 4.1 2.1 
4.2（推奨値） 4.2 2.3 
4.3（表示） 4.3 2.4 

11（品質認証手順） 4.4 3 
箇条構成の変更によっ

て変更 
5（試験及び測定のための一般事項） 5 4 変更なし 

5.1（一般事項） 5.1 4.1 
5.2（試験及び測定の要求事項） 5.2 4.2 
5.3（乾燥） 5.3 4.3 
7.1（外観検査及び寸法検査） 5.4 4.4 

箇条構成の変更によっ

て変更 

6.1（静電容量及び内部抵抗測定法 1） 5.5 4.5, 4.6 
6.2（静電容量及び内部抵抗測定法 2） 5.6 4.5, 4.6 

6.3（漏れ電流） 5.7 4.7 
6.4（電圧保持） 5.8 4.8 
7.2（端子強度） 5.9 4.9 
9.1（はんだ耐熱性） 5.10 4.10 
9.2（はんだ付け性） 5.11 4.11 
8.1（温度急変） 5.12 4.12 
7.3（振動） 5.13 4.13 
8.2[高温高湿（定常）] 5.14 4.14 
8.3（耐久性） 5.15 4.15 
5.4（貯蔵） 5.16 4.16 
8.4（高温及び低温特性） 5.17 4.17 
9.3（部品の耐溶剤性） 5.18 4.18 
9.4（表示の耐溶剤性） 5.19 4.19 

10.1（受動燃焼性） 5.20 4.20 
10.2[圧力弁（適用する場合）] 5.21 4.21 

附属書 X 附属書 G - 
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参考文献 1380 

 1381 

[1] JIS C 0617（規格群） 電気用図記号 1382 

注記  対応国際規格における参考文献：IEC 60617（all parts）, Graphical symbols for diagrams (available 1383 
at http://std.iec.ch/iec60617) 1384 

[2] JIS C 5101-1:2023 電子機器用固定コンデンサ－第 1 部：品目別通則 1385 

注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60384-1:2021，Fixed capacitors for use in electronic 1386 
equipment－Part 1: Generic specification 1387 

[3] JIS C 5160-2:2009 電子機器用固定電気二重層コンデンサ－第 2 部：品種別通則－パワー用電気二1388 
重層コンデンサ 1389 

注記 対応国際規格における参考文献：IEC 62391-2:2006，Fixed electric double-layer capacitors for use 1390 
in electronic equipment－Part 2: Sectional specification－Electric double-layer capacitors for power 1391 
application 1392 

[4] JIS C 5160-2-1:2009 電子機器用固定電気二重層コンデンサ－第 2-1 部：ブランク個別規格－パワー1393 
用電気二重層コンデンサ－評価水準 EZ 1394 

注記 対応国際規格における参考文献：IEC 62391-2-1:2006，Fixed electric double-layer capacitors for 1395 
use in electronic equipment－Part 2-1: Blank detail specification－Electric double-layer capacitors for 1396 
power application－Assessment level EZ 1397 

[5] JIS C 60068-2-47:2008 環境試験方法－電気・電子－第 2-47 部：動的試験での供試品の取付方法 1398 

注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-47:2005，Environmental testing－Part 2-47: Test－1399 
Mounting of specimens for vibration, impact and similar dynamic tests 1400 

[6] JIS C 60695-2-11 耐火性試験－電気・電子－第 2-11 部：グローワイヤ／ホットワイヤ試験方法－最1401 
終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数（GWEPT） 1402 

注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60695-2-11，Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-1403 
wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT) 1404 

[7] JIS E 5012-3:2015 鉄道車両－電力用コンデンサ－第 3 部：電気二重層キャパシタ 1405 

注記 対応国際規格における参考文献：IEC 61881-3:2012＋AMD1:2013，Railway applications－Rolling 1406 
stock equipment－Capacitors for power electronics－Part 3: Electric double-layer capacitors 1407 

[8] JIS Z 8000-1:2014 量及び単位－第 1 部：一般 1408 

注記 対応国際規格における参考文献：ISO 80000-1:2009，Quantities and units – Part 1: General 1409 

[9] IEC 60027 シリーズ，Letter symbols to be used in electrical technology 1410 

[10] IEC 60050 シリーズ，International Electrotechnical Vocabulary(IEV) 1411 

(available at http://www.electropedia.org) 1412 

[11] IEC 60301:2012，Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors 1413 

[12] IEC 62576:2018，Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles－Test methods for 1414 
electrical characteristics 1415 

 1416 




